
暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

－1－ 

決算審査特別委員会都市建設分科会記録 

 

日 令和５年９月21日（木） （第３回定例会） 

時 
             休    憩 
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亀 井 琢 磨 佐々木 友 樹 小松﨑 文 嘉 向 後 保 雄 

石 橋   毅 白 鳥   誠   

欠席委員 な  し 

担当書記 田 野 仁 志 谷 口 昌 隆   

説 明 員 

都市局 

都市局長 藤代 真史 都市局次長 岩田 真一 

都市部長 石橋 徹 建築部長 秋葉 秀樹 

公園緑地部長 小川 賢 動物公園長 鏑木 一誠 

都市総務課長 橋本 敏行 都市政策課長 髙橋 寛明 

都市景観デザイン

室長 

福原 健雄 都市計画課長 金森 千裕 

交通政策課長 大木戸 孝也 交通まちづくり

担当課長 

桜田 正彦 

都心整備課長 佐藤 浩一 技監兼市街地整

備課長 

諏訪 武雄 

検見川稲毛土地区

画整理事務所長 

丸山 尚正 寒川土地区画整

理事務所長 

佐藤 継信 

東幕張土地区画整

理事務所長 

中川 敬一郎 都市安全課長 保科 純一 

建築管理課長 三田 日出美 住宅政策課長 前田 健治 

住宅整備課長 中村 圭祐 建築指導課長 石川 幸夫 

建築情報相談課長 千葉 雅一 営繕課長 豊田 宏 

建築設備課長 山本 勝男 緑政課 植木 崇夫 

緑と花の推進室長 伊藤 泰明  公園管理課長 酒井 清 

運営調整担当課長 佐野 正人 中央・美浜公園

緑地事務所長 

志村 佳貞 

花見川・稲毛公園

緑地事務所長 

萩原 康弘 若葉公園緑地事

務所長 

大野 剛 

緑公園緑地事務所

長 

植木 公章 公園建設課長 石野 信一 

設備整備担当課長 山尾 芳雄 動物公園副園長 清田 義昭 

動物公園副園長 木津 光晴 総括主幹 西森 照泰 
 

調査案件 
令和４年度決算 

都市局所管 

協議案件 指摘要望事項の協議 

そ の 他 委員席の指定 
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午前10時０分開議 

 

○主査（松坂吉則君） おはようございます。 

 ただいまから、決算審査特別委員会都市建設分科会を開きます。 

  

委員席の指定 

○主査（松坂吉則君） 委員席につきましては、ただいまお座りの席を指定いたしたいと思い

ます。 

 本日の審査日程につきましては、お手元に配付のとおり、まず、都市局の所管の審査を行っ

た後、指摘要望事項の協議をお願いいたします。 

 傍聴の皆様に申し上げます。分科会傍聴に当たっては、傍聴証記載の注意事項を遵守いただ

きますように、よろしくお願いいたします。 

 

都市局所管審査 

○主査（松坂吉則君） それでは、これより、都市局所管の令和４年度決算議案の審査を行い

ます。 

 委員の皆様は、サイドブックスのしおり１番、主要施策の成果説明書をお開きください。 

 それでは、当局から説明をお願いいたします。都市局長。 

○都市局長 おはようございます。都市局でございます。よろしくお願いいたします。 

 御説明に入らせていただきます前に、お手元にお配りさせていただいております令和４年度

主要施策の成果説明書の訂正についてを御覧ください。 

 公園管理課の身近な公園のリフレッシュ推進につきまして、記載のとおり、おわびして訂正

させていただきます。誠に申し訳ございませんでした。 

 それでは、都市局所管の決算状況につきまして、令和４年度主要施策の成果説明書に沿って

御説明させていただきます。着座にて失礼いたします。 

 主要施策の成果説明書190ページ、191ページの歳入歳出決算額状況表を御覧ください。 

 金額につきましては、一部を除きまして、100万円未満を切り捨て、100万円単位で申し上げ

ます。 

 初めに、一般会計の歳入でございます。 

 収入済額の主なものは、まず、款18・使用料及び手数料19億3,700万円で、そのうちの主な

ものは、右側の備考欄に記載の市営住宅使用料収入でございます。 

 また、還付未済額62万円は、市営住宅の家賃や駐車場使用料の過誤納金の還付が年度内にで

きなかったものでございます。 

 なお、不納欠損額2,300万円は、市営住宅の家賃及び駐車場使用料の未収金のうち、催告や

納付交渉、さらには法的措置など回収に努めましたものの、無資力や破産、時効期間が経過し、

回収が不可能となったものにつきまして、千葉市債権管理条例に基づき、債権放棄を行ったも

のでございます。また、収入未済額の9,000万円は、市営住宅の家賃滞納などによるものでご

ざいます。こちらにつきましては、引き続き収納率の交渉に鋭意努めてまいります。 

 次に、款19・国庫支出金14億8,200万円で、主なものは、備考欄に記載の社会資本整備総合
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交付金収入、防災・安全交付金収入でございます。 

 次に、款21・財産収入３億8,600万円のうち、項１・財産運用収入で、主なものは備考欄に

記載のZOZOマリンスタジアム命名権収入でございます。 

 192ページ、193ページをお願いいたします。 

 表の中ほど、款25・諸収入３億4,800万円で、主なものは、千葉市都市モノレール株式会社

貸付金元利収入でございます。 

 なお、不納欠損額780万円は、市営住宅の借り上げ公営住宅共益費負担金収入及び退去修繕

退去者負担金の未収金のうち、催告や納付交渉など回収に努めましたものの、時効期間が経過

し、回収不可能となったものにつきまして、千葉市債権管理条例に基づきまして、債権放棄を

行ったものでございます。 

 次に、款26・市債77億6,300万円で、主なものは、備考欄に記載の公園整備債、市有建築物

保全計画事業債でございます。 

 一番下の歳入の計の欄を御覧ください。 

 予算現額162億1,300万円に対しまして、調定額124億5,300万円、収入済額122億6,500万円と

なっております。また、不納欠損額は3,100万円、収入未済額は１億5,700万円となっておりま

す。 

 194ページ、195ページをお願いいたします。 

 次に、一般会計の歳出でございます。 

 支出済額の主なものは、款８・土木費189億7,700万円でございます。そのうち、主なもので

ございますが、まず、項１・土木管理費34億6,600万円で、備考欄に記載の市有建築物保全計

画事業費、耐震診断・改修助成事業費などでございます。 

 次に、項５・都市計画費142億6,700万円で、特別会計への繰出金、公園の維持管理費などで

ございます。 

 次に、項６・住宅費12億1,200万円で、市営住宅の管理、老朽化した住宅の解体に要する費

用などでございます。 

 一番下の歳出の計の欄を御覧ください。 

 予算現額238億円に対しまして、支出済額191億5,600万円でございます。 

 なお、翌年度繰越額25億9,900万円は、千葉公園の再整備事業におきまして、民間事業者と

の協議などに不測の日時を要しましたことや、土地区画整理事業におきまして、地権者との交

渉に日時を要したことによるものなどでございます。 

 また、不用額20億4,400万円は、稲毛海浜公園のリニューアル事業におきまして、民間事業

者の計画見直しに伴います建設負担金の減少や、市有建築物計画的保全事業の契約差金などに

よるものでございます。 

 196ページ、197ページをお願いいたします。 

 次に、特別会計につきまして御説明いたします。 

 まず、都市計画土地区画整理事業特別会計の歳入でございます。 

 こちらは、市施行の３つの土地区画整理事業のうち、検見川・稲毛土地区画整理事業に関す

るものでございます。 

 収入済額の主なものでございますが、款１・国庫支出金9,500万円、款３・繰入金３億9,200

万円でございます。 
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 一番下、歳入の計の欄を御覧ください。 

 予算現額13億2,200万円に対しまして、調定額、収入済額はともに10億4,100万円となってお

ります。 

 198ページ、199ページをお願いいたします。 

 続きまして、歳出でございます。 

 支出済額の主なものは、款１・土地区画整理事業費８億1,500万円で、先ほど申し上げまし

たとおり、全て検見川・稲毛土地区画整理事業費となっております。 

 一番下の歳出の計の欄を御覧ください。 

 予算現額13億2,200万円に対しまして、支出済額９億3,300万円でございます。 

 なお、翌年度繰越額３億1,500万円は、権利者及び関係機関との協議に不測の日時を要した

ことによるものでございます。また、不用額7,300万円は、地権者との補償交渉が難航したこ

とによる工事予定箇所の変更や、工事に伴う業務委託などの契約差金によるものなどでござい

ます。 

 200ページ、201ページをお願いいたします。 

 次に、市街地再開発事業特別会計の歳入でございます。 

 収入済額の主なものは、款１・財産収入5,200万円、款２・繰入金９億300万円でございます。 

 歳入の計の欄を御覧ください。 

 予算現額９億5,700万円に対しまして、調定額、収入済額はともに９億5,500万円となってお

ります。 

 続きまして、歳出でございます。 

 支出済額の主なものは、款１・公債費９億5,500万円で、再開発事業に係る市債の元利償還

のために支出したものでございます。 

 歳出の計の欄を御覧ください。 

 予算現額９億5,700万円に対しまして、支出済額は９億5,500万円でございます。 

 なお、不用額の190万円は、再開発事業公債費における利息支払いが当初の見込みを下回っ

たことによるものなどでございます。 

 202ページ、203ページをお願いいたします。 

 次に、動物公園事業特別会計の歳入でございます。 

 収入済額の主なものは、款１・使用料及び手数料３億2,900万円、款３・繰入金５億6,800万

円でございます。 

 使用料の内訳でございますが、右側の備考欄に記載のとおりでございます。 

 一番下の歳入の計の欄を御覧ください。 

 予算現額13億3,000万円に対しまして、調定額、収入済額はともに11億8,600万円となってお

ります。 

 204ページ、205ページをお願いいたします。 

 続きまして、歳出でございます。 

 支出済額の主なものは、款１・動物公園費10億7,900万円で、動物公園の管理運営費でござ

います。 

 歳出の計の欄を御覧ください。 
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 予算現額13億3,000万円に対しまして、支出済額11億8,500万円でございます。 

 なお、翌年度繰越額4,300万円は、ふれあい動物の里受変電設備改修事業におきまして、半

導体の不足などによりまして、機器の納品が遅延し、年度内の入手が困難となったことなどに

よるものでございます。また、不用額１億100万円は、施設改修における契約差金によるもの

などでございます。 

 206ページ、207ページをお願いいたします。 

 次に、公共用地取得事業特別会計の歳入でございます。 

 計の欄を御覧ください。 

 予算現額17億600万円に対しまして、調定額、収入済額はともに17億100万円でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 支出済額の主なものは、款２・公債費17億100万円で、用地取得に係る費用の償還でござい

ます。 

 歳出の計の欄を御覧ください。 

 予算現額17億600万円に対しまして、支出済額17億100万円でございます。 

 なお、不用額500万円は、利息の支払いが当初見込みを下回ったことによるものでございま

す。 

 以上で、都市局の決算状況の説明を終わります。 

 引き続き、局内の主な施策の施策の概要及び成果につきまして、都市局次長及び各部長から

御説明をさせていただきます。 

○主査（松坂吉則君） 都市局次長。 

○都市局次長 都市局次長でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私からは、主な政策の概要及び成果について、局課所管分について説明させていただきます。

座って失礼いたします。 

 主要施策の成果説明書の208ページをお願いいたします。 

 １の花見川を活かしたまちづくり300万円は、カヤック体験の実施に当たり、カヤック発着

場の浮桟橋の整備及び草刈りを委託したものでございます。 

 次に、２の都市計画の総合的な見直し1,500万円は、千葉市基本計画の策定に合わせ、都市

計画に関する基本方針及び関連計画の見直しを総合的に進めたもので、このうち局課所管分に

ついては、（１）基本方針の見直しとして、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針など、

記載の計画等を見直しするために、計画案の策定などを委託したものでございます。 

 また、（２）関連計画のうち、景観計画についても、見直し計画案の作成を委託したもので

ございます。 

 最後に、３のZOZOマリンスタジアムのあり方検討2,900万円は、現スタジアムの改修か建て

替えかを総合的な視点から検討していくに当たり、現状の課題やスタジアムの規模、機能、想

定される候補地における基本条件、事業手法、概算事業費などの基礎的なデータを収集・把握

するための基礎調査を委託したものでございます。 

 局課所管分の説明は、以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 都市部長。 

○都市部長 都市部でございます。よろしくお願いいたします。説明は着座にて失礼いたしま

す。 



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

－7－ 

 引き続き、成果説明書の208ページをお願いいたします。 

 一般会計から説明をさせていただきます。 

 初めに、２の都市計画の総合的な見直しのうち、都市部所管ですが、表（２）関連計画の見

直しのうち、都市再開発の方針400万円は、都市再開発方針の見直し要領検討に係る業務を委

託したものでございます。 

 209ページをお願いいたします。 

 １の駐車場整備地区の見直し700万円は、千葉駅周辺に指定している駐車場整備地区につい

て、見直しの検討業務を委託したものです。 

 次に、２のグリーンスローモビリティ導入1,000万円は、地域が主体となって運行する持続

可能な交通モデルの確立に向け、実証調査に必要な車両の購入等を実施したものでございます。 

 次に、３の新たな地域公共交通導入に向けた社会実験800万円は、公共交通不便地域である

高津戸町をモデルとして、デマンド型交通を含めた支え合い交通の導入検討や社会実験のため、

施策検討支援業務等を委託したものです。 

 ４の地区別バリアフリー基本構想の策定800万円は、千葉都心地区において重点的かつ一体

的なバリアフリーを促進するため、バリアフリー基本構想等策定業務を委託したものです。 

 ５の泉地域コミュニティバスの運行4,100万円は、泉地域における生活交通確保のため、コ

ミュニティバスの運行業務を委託したものです。 

 ６の公共交通利用促進16万円は、利便性等の向上による利用促進を図るため、バス停留所へ

のベンチ整備に係る経費の一部を補助したものです。 

 ７の地域公共交通支援２億8,100万円は、コロナ禍で影響を受けた公共交通事業者の事業継

続のため、感染拡大防止対策支援などを実施したものです。 

 210ページをお願いいたします。 

 ８の鉄道駅バリアフリー2,600万円は、西登戸駅のスロープや多機能トイレ設置に係る経費

の一部を補助したものです。 

 ９の海浜幕張駅、蘇我方への改札口新設1,600万円は、駅の交通結節機能の強化や利便性向

上を図るため、改札口新設に対する本市の負担金などを支出したものです。 

 10の幕張豊砂駅の整備７億3,400万円は、新駅である幕張豊砂駅整備に係る本市の負担金を

支出したものです。 

 11の都市モノレール個別施設計画の策定1,600万円は、公共施設等総合管理計画に基づき個

別施設計画を策定するため、事業資産調査等の業務を委託したものです。 

 12の都市モノレール施設の設備更新２億9,600万円は、モノレールの安全・安心な運行を維

持するため、インフラ外施設や殿台変電所施設の更新を実施したものです。 

 13の千葉港整備3,000万円は、港湾物流の機能を支えるため、千葉県の行う千葉港の整備に

対する本市の負担金を支出したものです。 

 14の千葉中央港地区まちづくり200万円は、地区内の回遊性の向上を図るため、整備予定で

ある緑地の地質調査などの業務を委託したものです。 

 211ページをお願いいたします。 

 15の千葉駅周辺における官民連携まちづくり3,000万円は、遊休不動産などを活用した官民

連携のまちづくりを推進するため、リノベーションまちづくりや、ウオーカブル推進に係る業



－8－ 

務を委託したものです。 

 16の中央公園、通町公園の連結強化4,300万円は、通町公園再整備のため、事業予定地の取

得及び基本計画の修正業務等を委託したものです。 

 17の千葉駅東口西銀座Ｂ地区優良建築物等整備１億7,000万円は、市街地の環境の整備改善

を図る民間事業者に対して、事業費の一部を助成したものです。 

 18の土地区画整理事業未施行地区における整備手法の検討700万円は、長期間事業化されて

いない未施行地区の整備手法の検討業務を委託したものです。 

 19の新千葉２・３地区市街地再開発４億1,100万円は、再開発組合が行う建築工事に係る費

用の一部を助成したものです。 

 20の千葉駅東口地区市街地再開発8,000万円は、再開発組合が行う建築工事に係る費用の一

部を助成したものです。 

 212ページをお願いいたします。 

 21のＪＲ蘇我駅周辺地区のまちづくり300万円は、駅東口周辺街区の一体的な再編に向け、

再開発事業検討に対する支援業務の委託や、ホームタウンとして西口大通りの環境整備を行っ

たものです。 

 22のＪＲ稲毛駅東口地区のまちづくり400万円は、既存駅前広場の改善方策に関する検討業

務を委託したものです。 

 23の土地区画整理13億6,300万円は、寒川第一及び東幕張の２地区において、建物移転及び

道路築造などを実施したものです。 

 24の大規模盛土造成地の変動予測調査1,900万円は、大規模盛土造成地における安全性の把

握を行うため、詳細な地盤調査を実施したものです。 

 25の空家等対策500万円は、空家等情報提供制度など、各種施策を実施したものです。 

 一般会計につきましては、以上でございます。 

 続きまして、特別会計について説明をいたします。 

 213ページをお願いします。 

 都市計画土地区画整理事業特別会計の土地区画整理７億8,400万円は、検見川・稲毛地区の

建物移転及び道路築造などを実施したものです。 

 都市部の説明は、以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 建築部長。 

○建築部長 建築部でございます。よろしくお願いいたします。着座にて説明させていただき

ます。 

 主要施策の成果説明書の214ページをお願いいたします。 

 １の市有建築物計画的保全33億9,100万円は、市有建築物の長寿命化や機能保全を図るため、

改修工事や修繕を実施したものでございます。 

 ２の結婚新生活支援500万円は、高齢化が進む住宅団地の活性化を図るため、団地に転居す

る新婚世帯に対して、住居費などの一部を助成したものでございます。 

 ３の住宅確保要配慮者円滑入居支援６万5,000円は、高齢者などの民間賃貸住宅への入居を

支援するため、入居する際の家賃債務保証料の一部を助成したものでございます。 

 ４の市営住宅の解体4,700万円は、周辺環境の改善を図るため、さつきが丘団地の解体工事

や家屋事後調査業務委託、家屋等補償を実施したものでございます。 
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 215ページをお願いいたします。 

 ５の市営住宅管理運営11億3,100万円は、市営住宅の管理に係る費用で、１、入居状況は表

のとおりで、令和４年度の入居戸数は118戸でした。２、空家募集は一般募集及び再募集をそ

れぞれ４回実施し、募集戸数、応募件数は表に記載のとおりでございます。３、修繕は８億

3,800万円で、内訳は（１）から（４）に記載のとおりでございます。４、その他諸経費は２

億9,200万円で、入退去管理や施設の保守点検を行ったものでございます。 

 216ページをお願いいたします。 

 ６の屋根耐風診断・改修助成1,000万円は、強風による住宅屋根の被害を防止するため、既

存住宅の瓦屋根の耐風診断及び耐風改修に係る費用の一部を助成したものでございます。 

 ７の耐震診断・改修助成1,600万円は、住宅の耐震性能の向上を図るため、耐震診断、耐震

改修及び除却工事に係る費用の一部を助成したものでございます。 

 ８の狭あい道路拡幅整備41万円は、狭隘道路の拡幅を促進するため、後退用地内の門、塀等

の撤去費の一部を助成するとともに、隅切り用地を市に寄附していただいた方に奨励金を交付

したものでございます。 

 ９の建築関連総合窓口整備37万円は、建築関連総合窓口での待ち時間の短縮を図るため、窓

口閲覧用パソコン４台の導入に要した費用でございます。 

 以上が、建築部の主な施策の概要及び成果でございます。 

○主査（松坂吉則君） 公園緑地部長。 

○公園緑地部長 公園緑地部でございます。よろしくお願いいたします。着座にて説明させて

いただきます。 

 主要施策の成果説明書の208ページをお願いいたします。 

 一般会計から説明させていただきます。 

 初めに、２の都市計画の総合的な見直しのうち、公園緑地部所管は、表（２）関連計画の見

直しのうち、緑と水辺のまちづくりプラン400万円で、同計画の見直しのため、策定委員会の

補助業務の委託などを行ったものでございます。 

 続きまして、217ページをお願いいたします。 

 １の千葉公園の再整備17億2,300万円は、再整備に係る道路工事や事業活用用地の買戻しを

実施したものでございます。 

 ２の稲毛海浜公園のリニューアル３億円は、照明灯のＬＥＤ化やトイレの改修等について、

建設負担金として民間事業者に支出したものでございます。 

 ３のオオガハスの魅力発信2,500万円は、オオガハス開花70周年として、記念フォーラムの

開催や蓮華亭の展示リニューアルなどを実施したものでございます。 

 ４の花のあふれるまちづくりの推進4,300万円は、花壇づくりなどに関する市民参加、市民

活動助成として、花苗配布のほか、中心市街地及び幕張新都心国際大通りなどの花壇の維持管

理を実施したものでございます。 

 ５の公園トイレの快適化２億7,300万円は、身近な公園トイレの便器の洋式化やトイレの建

て替え、トイレの健全度調査を実施したものでございます。 

 ６の身近な公園のリフレッシュ推進２億2,400万円は、遊具の交換を38公園で53基実施した

ほか、遊具以外の施設更新を３か所、そのほか、バリアフリー化の改修調査などを実施したも
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のでございます。 

 218ページをお願いいたします。 

 ７のナラ枯れ被害木対策１億2,300万円は、73公園でナラ枯れ被害木の伐採・薫蒸を実施し

たものでございます。 

 ８のフクダ電子アリーナの充実５億5,700万円は、老朽化した競技用照明の改修工事や音響

設備の改修に向け、実施設計を行ったものでございます。 

 ９の稲毛海浜公園の魅力向上4,700万円は、稲毛ヨットハーバーに堆積した土砂をしゅんせ

つしたものでございます。 

 10の花島公園の魅力向上2,100万円は、老朽化した園路や木製デッキの修繕等を実施したも

のでございます。 

 11の泉自然公園の災害復旧2,200万円は、令和元年10月25日の大雨で崩落した急傾斜地の復

旧工事等を実施したものでございます。 

 12の昭和の森の魅力向上1,200万円は、老朽化した球技場のバックネット改修や案内標識の

更新等を実施したものでございます。 

 13の都川水の里公園整備6,600万円は、公園整備のための用地取得を実施したものでござい

ます。 

 14の街区公園等の整備6,100万円は、椿森５丁目公園の施設整備や、磯辺第二小学校跡地の

公園整備に向け、測量、基本実施設計を行ったものでございます。 

 一般会計は、以上でございます。 

 続きまして、動物公園事業特別会計について説明いたします。 

 219ページをお願いいたします。 

 １の動物公園管理運営５億200万円は、動物公園の施設管理及び動物管理を実施したもので

ございます。利用状況としましては、有料及び無料の入園者数が合計で66万6,000人でござい

ます。また、入園時の混雑緩和や利便性向上を図るため、オンラインチケットシステムを導入

したほか、魅力あるコンテンツを制作、配信するための機材を購入したものでございます。 

 ２の動物公園改修２億6,500万円は、老朽化したトイレの改修工事と実施設計を各２か所で

行ったほか、動物科学館学習展示施設等の改修に向け、実施設計を行ったものでございます。 

 公園緑地部の説明は、以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○主査（松坂吉則君） それでは、これより質疑等を行いたいと思います。 

 審査の初日ですので、皆様に申し上げます。 

 御質疑の際は、最初に一括か一問一答か、質問方式を述べてください。いずれも、答弁、意

見、要望を含めて45分以内というでございます。10分前になりましたら、残りの時間をお知ら

せします。時間内での発言をまとめていただくよう、よろしくお願いいたします。 

 また、令和４年度の決算審査ということを十分踏まえて、御発言いただきたいというふうに

思います。 

 所管におかれましては、簡潔明瞭な答弁をお願いいたします。 

 なお、委員外委員が質疑の希望をした場合の取扱いは、当分科会の委員の局ごとの質疑は全

て終了した後に協議、決定しますので、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、吉川委員。 

○委員（吉川英二君） 一問一答です。 
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 公明党の吉川でございます。よろしくお願いいたします。結構数がありますけれども、なる

べくスムーズに行いますので、よろしくお願いします。 

 まず、決算額状況表です。190、191ページになります。 

 款18の使用料及び手数料で、不納欠損額と収入未済額の内訳、内容に関しては、御説明をい

ただきました。この前年比がどのくらいなのか、教えていただけますでしょうか。 

○主査（松坂吉則君） 都市総務課長。 

○都市総務課長 都市総務課でございます。 

 まず、不納欠損の前年度比におきましては、107万8,070円の増額ということになっておりま

す。 

○主査（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） ありがとうございます。 

 収入未済額は、分かりますか。 

○主査（松坂吉則君） 都市総務課長。 

○都市総務課長 都市総務課でございます。 

 収入未済額につきましては、前年度比2,389万9,436円の減額ということになっております。 

○主査（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） 分かりました。不納欠損は107万円ということですけれども、収入未

済額は2,000万円を超えているということで、減額ということではありますけれども、令和４

年度は終わっていますので、５年度以降、あまり大きなずれがないようにお願いしたいと思い

ます。 

 次に、歳出ですので、195ページです。 

 こちらも、不用額に関しては、先ほど御説明をいただきましたので、不用額の合計の前年比

について教えていただけますでしょうか。 

○主査（松坂吉則君） 都市総務課長。 

○都市総務課長 都市総務課でございます。 

 前年度比は、３億6,691万3,182円の増額ということになっております。 

 以上です。 

○主査（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） ありがとうございます。かなり大きな額だと思いますので、併せて、

もう終わっている分ですけれども、今後また大きな差がないようにお願いしたいと思います。 

 続きまして、同じ194、195ページで、項３の街路事業費、あと下に項６・公園費がございま

す。 

 この決算関連なんですけれども、今年の夏に結構ニュースになりましたビッグモーターの関

連の話題がございます。これまで千葉市に与えた影響です。本決算で答えられる範囲で結構で

すので、２点聞きます。 

 まず、１点目なんですけれども、ほか自治体の街路樹のように枯れたり、伐採されたりして

いるような被害に遭った街路樹があったのかどうか、お答えください。 

○主査（松坂吉則君） 公園管理課長。 

○公園管理課長 公園管理課でございます。 
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 ビッグモーターに関しましては、本市内に中央区塩田町と花見川区三角町の２店舗がござい

ます。店舗に接してございます道路におきまして、本市が管理している街路樹はございません。 

○主査（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） ありがとうございます。ビッグモーターの問題はもう一点なんですけ

れども、この問題から飛び火しまして、大手損保４社が共同保険の疑義があるんじゃないかと

いうふうに大きく報じられておりまして、その報道の中で、共同保険先に千葉都市モノレール

が挙げられている報道がありまして、心配する市民の声が届いております。 

 そこで、伺うんですけれども、これらの報道に関する事実関係について教えていただけます

でしょうか。 

○主査（松坂吉則君） 交通政策課長。 

○交通政策課長 交通政策課でございます。 

 千葉都市モノレール株式会社が契約しております火災保険、賠償責任保険、運送保険、いず

れの損害保険契約につきましても、単独１社との契約でありまして、一部報道されたような疑

義を持たれている共同保険の契約事実はございません。 

 以上です。 

○主査（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） ありがとうございます。安心いたしました。報道に関しては、正確な

情報を本当にお願いしたいというふうに思っております。 

 次に、209ページ、各所管事業に移りたいと思います。 

 交通政策課、２のグリーンスローモビリティ導入に関してでございますけれども、これに関

しては、国費を423万7,000円活用できているということでございます。一方、３の新たな地域

公共交通導入に向けた社会実験で目指しております、いわゆるデマンド型交通は、この資料に

あるとおり、こちらは市の単独事業になっております。 

 財源の継続的な確保について危惧をしておりまして、このデマンド交通においても、国費の

導入に向けて、市として何らかの取組をされているのかどうか、お答え願えますでしょうか。 

○主査（松坂吉則君） 交通政策課長。 

○交通政策課長 デマンド型交通の運行に活用可能な国庫補助金といたしましては、国土交通

省の地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金というものがございますが、基本的に、運行

区域の全てが政令指定都市の区域内であるものは補助対象外とされていたことから、昨年度、

持続可能な地域公共交通ネットワークの再構築に関する指定都市市長会要請の要請項目の一つ

といたしまして、補助対象に政令指定都市を追加するよう求めたところでございます。 

 以上でございます 

○主査（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） ありがとうございます。求めているということで、引き続き国に求め

ていただきたいと思いますし、私どもも国に訴えてまいりたいと思っております。 

 ２のグリスロなんですけれども、公共交通と接続するのが望ましいという中で、千葉都市モ

ノレールですとか、高級住宅街の導入が優先されているんじゃないかという印象を持っている

市民の方もいらっしゃいまして、私は実は緑区でございまして、今、高津戸地区でデマンド型

交通の実証実験を行っていますけれども、本当に交通不便の問題が深刻化している中で、デマ

ンド型交通だけじゃなくて、花見川でやっているグリスロの導入の可能性も、ぜひ排除しない
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で検討していただきたい。 

 その上で、問題意識から、制度上の確認なんですけれども、緑区にはモノレールが通ってお

りませんので、千葉都市モノレールの駅に限らず、ＪＲの駅ですとか、バス停ですとか、グリ

スロの接合対象をどのように考えて取り組まれているのか、お答え願えますでしょうか。 

○主査（松坂吉則君） 交通政策課長。 

○交通政策課長 これまでの実証調査の結果から、グリーンスローモビリティの導入につきま

しては、走行速度が速い幹線道路や既存公共交通と競合するバス路線などは避けて、住宅地内

などの狭い道路や高低差のある地域におきまして、最寄りの駅やバス停留所などの公共交通へ

の接続地点などのほか、地区内の公共施設や診療所、商店などへの日常の移動手段として、中

距離程度の運行を基本に活用することが効果的であると確認をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） 分かりました。ありがとうございます。 

 あと、高津戸のデマンド交通に関しては、先日の代表質疑でも現状を聞きました。片道500

円、500円が高いので、使った方は帰り無料ということで行っておりますので、この実証プラ

ス様々な可能性を検討していただければと思っております。 

 では、次です。210ページにまいりまして、交通政策課の11の都市モノレール個別施設計画

の策定でございます。 

 これは、当初予算のあらましを見ましたら3,200万円だったんですけれども、大体半分の

1,600万円ぐらいで執行されているんですけれども、その理由について教えてもらえますでし

ょうか。 

○主査（松坂吉則君） 交通政策課長。 

○交通政策課長 当初、個別施設計画の策定作業と並行しまして、計画内容を取り込みました

資産等管理システムというシステムを開発するため、基本設計及びシステム入力用の竣工図書

等の電子化などの作業を実施する予定でおりました。しかしながら、コロナ禍などを背景にし

た物価高騰によりまして、計画に位置づける各施設の中長期的な維持費用の算出のほか、将来

見通しや予算平準化のための検討が難航いたしまして、システム開発に関係する業務を後送り

としたことから、執行額が当初予算を下回ったものでございます。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） 分かりました。ありがとうございます。 

 次に、211ページでございまして、16の中央公園、通町公園の連結強化でございます。 

 連結強化による用地取得なんですけれども、用地取得率に関してなんですが、令和３年度よ

り随分減額もしているようなんですけれども、この用地取得率と減額している理由について教

えてもらえますでしょうか。 

○主査（松坂吉則君） 都心整備課長。 

○都心整備課長 都心整備課長、佐藤と申します。 

 用地取得につきましては、全体で2,558.3平米を予定しております。 

 令和４年度末の契約ベースで申し上げますけれども、契約済みが825.38平米となっておりま
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して、進捗率は約32％となります。令和３年度は、規模の大きな建物補償を含む３件の用地取

得の支払いがございましたけれども、令和４年度は、平和３年度から繰り越した用地取得の完

了払い１件のみであったことから、令和３年度よりも令和４年度の決算額が少なくなっており

ます。 

 用地取得に関しましては、相手方との交渉状況にもよりますので、各年の予算が大きく異な

ってしまうというケースもございます。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） 分かりました。ありがとうございます。引き続き、交渉は大変だと思

いますけれども、よろしくお願いします。 

 次に、213ページに移ります。検見川稲毛土地区画整理事務所の１の土地区画整理でござい

ます。 

 これも、当初予算のあらましと比べまして、建物の移転が４戸の予定から５戸になっていま

して、あと道路構造も133メートルの予定から174メートルになっています。事業費も、予算額

が10億円だったのが決算額７億8,000万円、逆に減っているんですけれども、その理由につい

て教えてください。 

○主査（松坂吉則君） 検見川稲毛土地区画整理事務所長。 

○検見川稲毛土地区画整理事務所長 検見川稲毛土地区画整理事務所です。 

 予算額に対して決算額が減っているのは、令和４年度に予定していた大型物件である老人ホ

ームの移転や工事等が、権利者との交渉調整に不測の日数を要し、年度内の完了が困難となっ

たため、翌年度に繰越ししたためです。 

 なお、決算にある建物物件５戸と道路口築造工事の174メートルは、前年度から繰越しし、

４年度に完了したもので、当初予算のあらましの数量のものとは異なります。 

 以上です。 

○主査（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） 分かりました。ありがとうございます。 

 次に、建築部に入ります。 

 214ページです。住宅政策課の２の結婚新生活支援でございます。 

 今回、この結婚新生活支援は22件利用されているんですけれども、新婚世帯と、いわゆるパ

ートナーシップの世帯の内訳です。それぞれ何世帯あったのか、教えてください。 

○主査（松坂吉則君） 住宅政策課長。 

○住宅政策課長 住宅政策課でございます。 

 利用件数22件全てが新婚世帯でありまして、パートナーシップ宣誓者からの利用はございま

せんでした。 

○主査（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） 分かりました。ありがとうございます。 

 そうしましたら、次は３番です。住宅確保要配慮者円滑入居支援に関してでございます。 

 私も結構いろいろ問合せを受けまして、高齢者から市営住宅への希望とか様々な要望がある

んですけれども、本事業に関しては、そもそも予算枠が７件のところ、今回３件という決算に

なっております。これは周知不足なのか、それとも、そもそもニーズがないのか、ニーズと制
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度がかみ合っていないのか、どのように認識されているか、お答え願えますでしょうか。 

○主査（松坂吉則君） 住宅政策課長。 

○住宅政策課長 この制度は、市で紹介した民間賃貸住宅へ入居する際に、家賃債務保証料を

補助する制度でございますが、補助件数が少なかった理由につきましては、対象者が生活保護

の受給者の場合は、保護費のほうでこういった費用が支給されることから、この制度の対象外

となっていることですとか、入った住宅の契約が家賃債務保証を利用しない契約であったりす

るケースがありましたので、そういったことが要因ではないかと考えております。 

 昨年度につきましては、入居の成約が15件ございましたが、うち７件が生活保護の方という

ことになっております。 

 以上です。 

○主査（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） 分かりました。ありがとうございます。 

 次に、215ページ、５の市営住宅管理運営の３、修繕、（２）の特定修繕でございます。 

 一番上に、エレベーターの改修を西下田団地で２棟行ったというふうにあるんですけれども、

これは新規のエレベーター設置なのか、それとも修繕なのか。もし新規であれば、どのぐらい

のペースで設置しているのか、お答え願えますでしょうか。 

○主査（松坂吉則君） 住宅整備課長。 

○住宅整備課長 住宅整備課でございます。 

 エレベーター修繕の西下田団地２棟につきましては、平成11年、12年度に市営住宅を建設し

た際に設置したエレベーターの修繕ということでございます。エレベーターの更新時期を迎え

まして、機器の全面的な更新を行ったものであり、新規に設置したものではございません。 

 以上です。 

○主査（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） ありがとうございます。 

 次の（３）空家修繕でございます。 

 右にウクライナ避難民用10戸とあるんですけれども、これは避難民用に10戸の枠を取ってい

るという意味なのか、それも実際10戸、世帯が入居しているなのか。もし枠だけであれば、現

在、何世帯入居しているのかというのと、制度上、期間限定の措置なのか、それとも今後も住

み続けることができるのか、ちょっと分からなかったので、教えていただけますでしょうか。 

○主査（松坂吉則君） 住宅整備課長。 

○住宅整備課長 住宅整備課でございます。 

 ウクライナ用の空家修繕10戸は、ウクライナ難民（後に「ウクライナ避難民」と訂正）の受

入れに修繕した10戸で、その他に、災害用の常時入居できる状態で確保している住戸６戸と合

わせて、ウクライナ難民（後に「ウクライナ避難民」と訂正）に全部で16戸の住戸を提供して

おります。一時は16戸全てに入居しておりましたが、現在は帰国された方もおり、10世帯の方

が入居している状況でございます。 

 提供している住戸につきましては、６か月を期限に入居の更新を行っている状況でございま

して、最終的な入居の期限については、現時点では定めておりません。 

○主査（松坂吉則君） 吉川委員。 
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○委員（吉川英二君） ありがとうございます。 

 次に、公園緑地部に移ります。 

 217ページ、公園管理課の５の公園トイレの快適化でございます。 

 １、身近な公園の便器洋式化というふうにありますけれども、公園の洋式化に関して、この

金額で実際何基洋式化しているのか、教えてください。 

○主査（松坂吉則君） 公園管理課長。 

○公園管理課長 公園管理課でございます。 

 令和４年度につきましては、37基の便器の洋式化を実施いたしました。 

○主査（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） ありがとうございます。 

 次に、218ページ、緑公園緑地事務所、昭和の森の魅力向上、私の地元でございますけれど

も、これも当初予算のあらましを見ましたら、もともとは約2,700万円計上されていまして、

今回、約半分の1,200万円になっています。 

 参考までに、令和３年度は4,800万円だったので、だんだん経年的に減ってきているんです

けれども、この理由です。例えば、全体の計画がもう整備し切っているとか、減額の理由につ

いて教えてください。 

○主査（松坂吉則君） 緑公園緑地事務所長。 

○緑公園緑地事務所長 緑公園緑地事務所です。 

 令和３年度なんですが、こちらのほうは、スポーツ施設のテニスコートですとか、球技場の

改修、そういったものが大きな改修として、事業としてありました。令和３年度にはテニスコ

ートの改修、令和４年度には球技場のバックネットの改修がそれぞれ完了しておりまして、こ

れまでの園内スポーツの改修は、一とおりこちらで完了しております。 

 今後は、平成27年度に策定しました長寿命化計画の見直しを始めまして、給水ですとか、電

気等の園内施設の調査、計画を行います。今後は、それらの施設につきまして、施設の改修、

修繕に取り組んでまいります。したがいまして、事業的に山を越えている状況というわけでは

ございませんで、引き続き園内の老朽化した施設の対策というものを対応して取り組んでいく

予定でおります。 

 以上です。 

○主査（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） ありがとうございます。安心いたしました。老朽化しているので、ま

だまだ必要だと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 最後に、219ページ、動物公園に関してでございます。 

 まず、入園者数の数なんですけれども、近年の入園者数です。増えているのか、減っている

のか、近年で結構なので、推移について教えてもらえますでしょうか。 

○主査（松坂吉則君） 動物公園副園長。 

○動物公園副園長 近年の入園者数です。入園者数は、令和２年度が54万人、令和３年度が68

万9,000人、令和４年度が66万人と推移しております。 

 令和３年度の入園者数は、平成22年度以降、最高でございました。 

 なお、令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大のため、トップシーズンでございます４

月から５月の２か月間休園したため、入園者数に大きく影響しております。 
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 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） ありがとうございます。 

 あと、２にオンラインチケットシステム導入とあるんですけれども、これは、どういうシス

テムで、実際利用者がどのくらいいたのか、教えてもらえますでしょうか。 

○主査（松坂吉則君） 動物公園副園長。 

○動物公園副園長 動物公園でございます。 

 オンラインチケットシステムでございます。 

 繁忙期における自動販売機での入園券購入時の待ち時間を解消、来園者の利便性向上のため

に、令和５年１月６日から導入いたしたところです。対象は、入園券とベビーカーの貸出し予

約券です。購入方法といたしましては、動物公園のホームページまたはチケット販売サイト、

アソビューからウェブ情報で決済を行います。入園時は、決済後に入所できる専用のＱＲコー

ドを専用の端末にかざしていただきまして、入園することができます。 

 令和５年１月から３月までの３か月間の利用件数は、2,028件でございました。また、今年

度、同じ３か月間、４月から６月までの３か月間の利用件数は、4,817件と増加しております。

令和５年度の有料入園者における利用割合は5.7％ですが、５月の繁忙期は8.2％というふうに

多く利用があり、入園待ち時間の短縮と利便性向上に貢献しているものと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） ありがとうございました。オンラインチケット、デジタルコンテンツ

を新しくリニューアルしますけれども、例えば、オンラインチケットでほかの施設と連動させ

て割引するとか、様々な方法が考えられると思いますので、入園者増に向けて、引き続きお願

いしたいと思います。 

 私からは、以上でございます。ありがとうございます。 

○主査（松坂吉則君） 都心整備課長。 

○都心整備課長 すみません。先ほどの私のほうの答弁で、空家修繕のほうの答弁になります

けれども、答弁の中の一部で、ウクライナ難民と私のほうで答弁してしまったところがござい

まして、ウクライナ避難民という形ですので、一部修正をお願いいたします。申し訳ございま

せんでした。 

○主査（松坂吉則君） それでは、亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） では、一問一答でよろしくお願いします。幾つかありますので、簡潔

に伺ってまいりたいと思います。 

 最初は、局課のほうで３番のZOZOマリンスタジアムのあり方検討というところでございます。

報道ベースでいろいろ出ておりますけれども、令和４年度のこの基礎調査では2,937万円とい

うことでかけて、先ほど調査を、こんなことをしたよというのが少しありましたけれども、ど

んなことが分かって、具体的にこれまでどのような検討を、今、進められているのかというこ

と、あと、特に今後の課題、見えた課題のようなものがあれば、お示しいただければとお思い

ます。 

○主査（松坂吉則君） 都市局次長。 
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○都市局次長 次長の岩田です。 

 基礎調査では、まず、幕張新都心のまちづくりの課題等を踏まえた新たなスタジアムの検討

の視点を整理して、現スタジアムの老朽化の現状ですとか、また時代のニーズを捉えた機能向

上の必要性などを把握しております。また、新しいスタジアムの規模や機能についてなんです

けれども、改修や建て替えなどについて、複数のパターンを想定しておりまして、幕張海浜公

園内または幕張メッセ駐車場を候補地として、そういった場所における各種法令による制限な

どの基本条件や土地利用上の懸念事項などを整理しております。 

 こうしたことを踏まえまして、会社建て替えのいろいろなケースについて、建物の整備費で

すとか、整備後30年の維持管理経費等の試算をしたほか、また、収入面での調査も、試算も行

っています。そのほかにも、いろいろな事業手法がございますので、そういったものですとか、

事業スケジュールなどについても整理しております。 

 基礎調査は、こういった課題を洗い出すことが主なので、特に大きな課題としては、やっぱ

り現状の老朽度の把握、それから、時代に合わせたスタジアムの今後の在り方、機能の向上で

すとか、そういったものの必要性、また、いろいろな候補地がございまして、候補地ごとにい

ろいろな懸案事項等もありますので、そういったものをきちんと把握するということができた

と思っております。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） 具体的に、ありがとうございました。 

 10年ぐらい先の話というようなこともありますけれども、結構もう場所のこととか、金額の

ことも試算が出ておりまして、大分具体の話もこれから始まっていくのかなと思いますけれど

も、今後重要になってくるのは、やっぱり県とか球団とのお話というか、協議が大事かなと思

うんですけれども、これまでの協議とか、今後どのように展開されるのか、伺っておきたいと

思います。 

○主査（松坂吉則君） 都市局次長。 

○都市局次長 基礎調査に当たりまして、当然、千葉県の関係部署とは適宜説明に伺っていま

す。また、調査結果についても説明をさせていただいています。 

 また、千葉ロッテマリーンズ、球団とも、実施に当たって必要な情報の提供を受けたり、定

期的な意見交換などをきちんと行って、調査を進めてきております。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） ありがとうございました。市民の方の関心も非常に高いところですの

で、よく尋ねられるテーマですので、改めて聞かせていただきました。整備手法とか、お金の

こともいろいろありますので、民間の力を借りるというような市長の話もありましたけれども、

よい整備手法をぜひ検討していただければと思います。 

 次に、都市部に入りまして、３番目の、先ほどありましたけれども、新たな地域公共交通導

入に向けた社会実験ということで、高津戸町で検討をされて、昨年度末から実験も始まってい

ると伺っておりますけれども、これまでの取組を簡単に伺っておきたいと思います。 

○主査（松坂吉則君） 交通政策課長。 

○交通政策課長 交通政策課でございます。 
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 市内の公共交通不便地域における新たな移動手段を検討するため、令和３年２月に高津戸町

をモデル地区として決定いたしまして、７月には、この高津戸町の町内会の役員の方や民生委

員などの方を含めた、地元の住民から成る交通対策協議会が設立されました。 

 この協議会におきまして、高津戸町での持続可能な移動手段について、交通事業者や専門家

なども招きながら、継続的に協議、検討を重ねた結果、移動販売との競合を避けるために、運

行曜日を限定する。また、地域内の狭隘な道路でも走行可能な車両を用いたデマンド型タクシ

ーの導入が望ましいという結論に至りまして、本年３月から社会実験を開始したところでござ

います。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） 状況は分かりました。今、やっていただいて、半額のキャンペーンと

かも、いろいろやっていらっしゃると伺っておりますけれども、今後は運行に向けて頑張って

いただければと思うんですが、例えば、利便性の向上です。 

 例えば、簡単に乗れる、予約ができるとか、あとは停留所、乗れるところを増やしていただ

くとか、その辺の利便の向上については、どうお考えかということと、それから、緑区内は大

分バスの路線の廃止なども出ておりますので、横の展開と言ったら変ですけれども、そういう

地区も含めた今後の横の展開というか、今後のお考えがありましたら、いただければと思いま

す。 

○主査（松坂吉則君） 交通政策課長。 

○交通政策課長 交通政策課でございます。 

 半額キャンペーンを行う前の６月に、高津戸町全戸に対しまして、アンケート調査のほうを

行っておりまして、その回収、解析のほうを、今、進めているところでございます。 

 その中で、例えば、今、委員のほうからお話がありました、予約に関してですとか、停留所

に関しての御意見もありましたので、交通対策協議会の中で、利便性向上ですとか、そのあた

りの話も今後させていただきながら、運行計画の変更なども検討させていただきたいと考えて

いるところでございます。 

 また、本市では、これまでデマンド型交通の実績がありませんことや、市内タクシー事業者

においても乗り合い事業の認可を取得している事業者がいないことなどから、モデル地区であ

る高津戸町での取組を着実に進めまして、社会実験で蓄積されたノウハウ等の知見を生かして、

支え合い交通としてのデマンド交通を他の公共交通不便地域に展開してまいりたいと考えてい

るというところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） ぜひ、よろしくお願いします。隣の白鳥委員からも、ぜひ頑張ってく

ださいということで言づかっておりますので、申し添えておきます。 

 次に、７番の地域公共交通支援ということで、非常になかなか燃料費の高騰とか、いろいろ

ある中で取組をやっていただいておりますけれども、これまでの取組と、その効果というか、

評価については、どのようにお考えか、確認したいと思います。 

○主査（松坂吉則君） 交通政策課長。 
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○交通政策課長 コロナ禍などによって大きな影響を受けている公共交通事業者への支援とし

て、令和２年度から開始しております事業継続のための支援金の支給のほか、感染拡大防止対

策や運転士養成のための費用の助成など、路線バス、タクシー、モノレールの各事業者に対し

まして、令和４年度までの３年間で、総額で申し上げますと約４億5,000万円の支援をしてき

たほか、今年度も、当初予算及び６月補正予算、合わせまして約１億1,000万円の予算措置を

して、現在、追加の支援に努めているところでございます。 

 なお、運転手養成支援事業の実績といたしましては、路線バス事業者では延べ12社、24名、

タクシー事業者では延べ10社、46名の運転手の養成に支援をしてきておりまして、支援金の支

給等の取組と併せまして、市内公共交通の維持、確保に一定の効果があったものと考えている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） ありがとうございました。 

 ずっと取り組まれていて、その効果は出ていますよということは、これまでも伺っていて、

理解をしているんですけれども、一方で、なかなか、それよりも物価の高騰というか、燃料費

の高騰とか、非常に経営が厳しいという状況もあって、バスの減便はいろいろ出ていますけれ

ども、例えば、若葉区のほうだと、今度、値上げですかね。バスの運賃が上がっているという

ことで、非常に奥のほうからと言ってしまうと失礼になってしまうんですけれども、結構遠く

から来る方は、結構そういうものの影響がかなりあるということで、せっかく支援をしていた

だいているんですけれども、その辺はなかなか事業者さんも厳しいのかなというようなことが

ありますけれども、その辺の値上げの状況とか、その辺はどうなのかというのはありますけれ

ども、何かコメントがあれば、いただければと思います。 

○主査（松坂吉則君） 交通政策課長。 

○交通政策課長 交通政策課でございます。 

 コロナ禍による移動需要の低迷から徐々に、今現在、回復はしてきているものの、コロナ禍

での累積損失というものの影響が非常に大きくて、支出面でも、燃料費を含めた物価高騰によ

る輸送コストの上昇など、各公共交通事業者は厳しい経営状況が続いておりまして、せんだっ

て、市内の路線バス事業者の約半分が値上げのほうを決断したというところがございます。 

 また、来年４月からは、バス運転手の拘束時間の上限を見直す労働環境改善も行われますの

で、運転手の確保状況によりましては、さらなる減便や運休等の実施も考えられるところでご

ざいます。そのため、本市としましては、独自施策として実施しております運転手養成支援事

業によりまして、事業者が取り組む運転手確保を支援するとともに、バス事業者や関係団体の

ほか、千葉県や周辺自治体と意見交換、連携するなどして、路線維持のために必要な支援策に

ついて検討してまいりたいと考えておるところでございます。 

 さらに、我々のほうで、第一次実施計画に利用者の意識変容を促すモビリティマネジメント

というものの推進を位置づけておりまして、例えば、教育ですとか、あと職場でのマネジメン

ト、さらには、公共交通の利用促進につながるようなイベントの実施なども考えているところ

がございます。せんだって、市立高校のほうに、このモビリティマネジメントの一環として、

出前講座のほうに伺いまして、地域の皆様にどのように公共交通が利用されているか、そのあ

たりのことを高校生の皆様にも講習のほうをさせていただいたところでございます。 
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 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） ありがとうございます。構造的に非常に事業者も大変な状況があるわ

けですけれども、そこを行政としても何とか応援していただいて、公共交通をやっぱり守って

いくということが非常に大事なこれからの課題だと思いますので、引き続き取組をお願いした

いと思います。 

 交通政策課が続いてしまって申し訳ないんですけれども、８番の鉄道駅バリアフリーという

ことで、西登戸駅のバリアフリー化を令和４年度行われたということなんですけれども、進捗

というか、これによって、車椅子の方とかがスムーズに乗り降りできるのか、その辺を教えて

ください。お願いします。 

○主査（松坂吉則君） 交通政策課長。 

○交通政策課長 西登戸駅につきましては、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律、いわゆるバリアフリー法、こちらに基づく国の基本方針におきまして、バリアフリー

化が必要となる１日当たりの平均利用者数が3,000人以上の駅ではありませんでしたけれども、

バリアフリー化について検討を依頼いたしまして、協議、調整を進めたところ、令和３年度か

ら、段差解消と多機能トイレのバリアフリー化工事に着手していただきました。 

 このバリアフリー化工事は令和４年度までに完了しておりまして、現在、上り下りそれぞれ

のホームに、段差解消のためのスロープと多機能トイレが一つずつ設置されている状況になっ

てございます。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） ありがとうございました。西登戸駅は最近行っていないものですから、

把握していないんですけれども、また取組を見て、駅の周辺とかも人が歩いて乗り降りできる

かとか、そういうこともまた大事な課題と思いますので、私のほうもまた確認していきたいな

と思っております。 

 それでは、重ねて、ほかの鉄道駅のバリアフリー化の状況については、大分進んでいるとい

うようなことも理解しているところなんですけれども、市内の各駅の状況について、あと評価

について伺っておきたいと思います。 

○主査（松坂吉則君） 交通政策課長。 

○交通政策課長 本市では、バリアフリー化が必要となります平均利用者数3,000人以上の鉄

道駅は29駅ございますが、全駅でバリアフリー化が完了しているところでございます。 

 また、先ほど申し上げたような西登戸駅でもバリアフリー化が完成するなど、各鉄道事業者

には、バリアフリー化の推進に理解をいただいていると考えているところがございます。 

 以上でございます 

○主査（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） ありがとうございました。大体が終わっているということで、取組を

評価したいと思います。3,000人以下のところも、また、いろいろな課題があるところもある

と聞いておりますので、その辺もぜひ目配りいただいて、取組を引き続きお願いしたいと思い

ます。 
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 続きまして、25番の空家等対策というところで令和４年度の取組がありますけれども、管理

不全空家については、この間、取組をずっと続けてきていただいて、かなり改善が進んでいる

ということを伺っておりますが、４年度の取組状況を改めて確認したいので、簡単に伺いたい

と思います。 

 それから、相談自体は、やっぱり増えているものなのかということも、重ねて確認できれば

と思います。 

○主査（松坂吉則君） 都市安全課長。 

○都市安全課長 都市安全課でございます。 

 管理不全空家の相談対応状況でございますけれども、令和４年度時点で、過年度からの繰越

しを含めまして、管理不全相談として735件の対応実績というふうになってございます。その

うち、令和４年度には、特定空家等への措置といたしまして、指導50件、勧告34件でございま

す。 

 空き家の相談は、やはり例年、増えているという形になってございます。 

○主査（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） ありがとうございました。問題のあるところは、随時対応いただいて

いるということで理解をしておるところでございます。 

 今後は、先般の御説明でもありましたけれども、発生の抑制とか、利活用がより進むように

なる、その辺の具体の取組が今後大事かなと思うんですけれども、今の段階で、これまでの取

組を踏まえて、お考えがあれば、伺っておきたいと思います。 

○主査（松坂吉則君） 都市安全課長。 

○都市安全課長 都市安全課でございます。 

 取組の今後でございますけれども、現在、本市では、国の法改正に伴いまして、千葉市空家

等対策計画の見直し作業を進めているところでございまして、空家の発生抑制につきましては、

居住中の段階から空家にしないための準備を進めていただくことや、住まいの性能や価値を保

って、より長く住んでいただくように、所有者等への普及啓発、そして住宅を空家としないと

の意識を醸成しながら、発生抑制に取り組んでいくこととしてございます。 

 また、利活用の促進につきましては、良好な状態で住宅を使い続けることや、例えば、地域

の課題解決などに資する、住宅以外の用途への転用が重要というような観点から、引き続き所

有者と利活用希望者のマッチングを図るとともに、住宅以外の活用を促進するモデル的な取組

を支援する施策などを検討していくこととしているところでございます。 

○主査（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） ありがとうございました。空家につきましては、今年度、この委員会

でも重点の研究課題ということでありますので、また市の取組も学ばせていただきながら、よ

りよい政策提言ができるように、一緒に頑張ってまいりたいと思っております。 

 それでは、次に、建築部に移りたいと思います。 

 ２番の結婚新生活支援、先ほどお話がありました。私のほうからは、この制度は平成30年か

ら始まっていて、制度改良を進めていただいておると理解しておりますけれども、特に、今、

高経年団地への転入促進ということが一つ、明確な目標としてあるわけなんですけれども、前

は市外から転入ということだったんですけれども、今、市内、ほかの地区からもというような

ことなんですけれども、市外から来る方と市内から来る方がそれぞれどうなっているかという
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のは確認しておきたいと思います。 

○主査（松坂吉則君） 住宅政策課長。 

○住宅政策課長 住宅政策課でございます。 

 昨年度、22件ありまして、御夫婦別々のところから来たりするパターンもございますので、

ベースとしては44人というベースで考えますと、44人のうち、市外からの方が28人となってお

ります。市内の方は16人ということでございます。 

○主査（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） 分かりました。単純に２人とも市内、市外というわけではないと思い

ますけれども、半数以上が市外からということで、外から来ていただけるということで、一つ

の実績にもなっていまして、また、古い団地にということで、そちらのほうの取組も進んでい

ると思いますので、ぜひ、より活用が進むようになればというふうに思っているんですけれど

も、なかなか、もうちょっと活用があってもいいのかな、頑張ってほしいなというところはあ

るんですけれども、今年度の申込み状況とか、その辺はどうなっていますか。 

 今、ホームページなどを見ると、延長してやっているみたいなことがあるんですけれども、

その辺はいかがか、確認しておきたいと思います。 

○主査（松坂吉則君） 住宅政策課長。 

○住宅政策課長 本年度の申込み状況につきましては、本日時点では１件でございます。７月

から募集を開始しておるところでございますけれども、一層の周知に努めたいと思っておりま

す。 

○主査（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） ７月からということでしたけれども、ぜひ、よりＰＲ等をしていただ

いて、活用が進むように頑張っていただければと思います。 

 同様に、６番、７番の、こちらも市民の安全・安心に資する耐風と耐震診断ということでご

ざいますけれども、特に耐風のほうは、昨年から令和４年度の新規事業ということで開始され

たわけですけれども、実績と評価について確認させていただきたいと思います。今後の需要と

か、どう見ていらっしゃるのかも、併せて伺いたいと思います。 

○主査（松坂吉則君） 建築指導課長。 

○建築指導課長 建築指導課でございます。 

 屋根耐風診断・改修助成につきましては、令和４年度から開始した事業ですが、診断、改修

おのおの30件の募集のところ、診断６件、改修23件の実績となっております。 

 耐風診断の実績が少なくなっておりますが、理由としましては、診断をしなくても、屋根瓦

が明らかに基準を満たしていないと判断できる場合が多いことから、診断をせずに改修に進ん

でいるものと考えております。 

 需要等につきましては、屋根の老朽化による雨漏り等の修理に合わせて、全面的に屋根改修、

耐風改修を行うケースが多いと聞いております。このことから、例年、一定の需要があるもの

と考えております。 

○主査（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） ありがとうございます。昨年度の実績が分かりました。 

 先ほどのホームページに載っているのは、こっちでしたね。延長して、今、取組をやってい
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ると思うんですけれども、ホームページのほうは、非常に耐風も耐震も分かりやすいものだっ

たので、よりいろいろな方に見ていただいて、せっかくの事業を活用していただければと思う

んですが、こちらのほうも、周知とか、ＰＲとか、その辺はどのように今後進めていくのかも

確認しておきたいと思います。 

○主査（松坂吉則君） 建築指導課長。 

○建築指導課長 建築指導課でございます。 

 亀井委員がおっしゃるとおりに、市政だより、ホームページでの掲載ですとか、啓発チラシ

の配布ですとか、出前講座等の個別説明会の開催などにより周知啓発に努めてまいりたいと考

えております。 

○主査（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） ありがとうございました。耐風と耐震も併せてになりますけれども、

せっかくの事業でございますので、より必要な方に届くようになればと思いますので、我々も

こういうのをしっかり市民の皆さんに、やはり教えてさしあげるということも大事かなと思い

ますので、協力しながらやってまいりたいと思いますので、引き続きよろしくお願いしたいと

思います。 

 それでは、公園緑地部に入りたいと思います。 

 公園トイレの快適化ということで、先ほどお話がありましたけれども、令和４年度37基とい

うことで進んでおりますけれども、たしか７年度までの目標でやっていらっしゃるかなという

ふうに思ったんですけれども、その辺は順調なのかどうか、改めて確認しておきたいと思いま

す。 

○主査（松坂吉則君） 公園管理課長。 

○公園管理課長 公園管理課でございます。 

 令和３年度末現在におきまして、身近な公園211公園にトイレが設置してございます。その

うち、洋式化、洋式便器が一つ以上ある公園が95公園ございました。 

 これまで、便器につきましては、配管や修繕が必要となった際に、随時便器の洋式化を進め

てまいったところでございますが、現在の生活様式、あるいは利用者のニーズを踏まえまして、

令和４年度から事業費を増額いたしまして、洋式化を目的とした便器の交換に取り組んでいる

ところでございます。 

 令和４年度は、公園数で申し上げますと、33公園の洋式化を実施しております。令和５年度、

今年度につきましても、おおむね30公園程度、便器交換を予定してございまして、目標として

ございます令和７年度末に、トイレのある身近な公園の全てで洋式便器が１基以上ある洋式化

率100％の達成に向けまして、順調に進捗をしてございます。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） ありがとうございます。順調に進んでいるということで、私も、よく

外回りをすると、トイレに入るんですけれども、洋式に替わっているなとか、そういう場所が

確認できておりますので、ぜひ引き続き期待してまいりたいと思います。 

 それから、４番の公園トイレの健全度調査ということで、長寿命化計画に向けての調査とい

うようなことだったと思うんですけれども、令和４年度、取り組まれて、どのようなことが見

えたり、分かったりしているのかということを伺っておきたいと思います。 
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○主査（松坂吉則君） 公園管理課長。 

○公園管理課長 公園管理課でございます。 

 令和４年度に実施をいたしました健全度調査につきましては、建築物の劣化の状況、水洗機

器などの設備の状況などによりまして、個々のトイレの健全度を４段階で評価をいたしました。 

 今年度策定予定の公園トイレ快適化計画の基礎資料とするために実施したものでございまし

て、対象とした公園トイレ231棟のうち、まず、全体的に健全であると評価したものが15棟で、

全体に占める割合としては６％、次に、部分的に劣化が進行している、こちらが160棟、69％、

全体的に劣化が進行している、これが52棟で23％、最後に、全体的に顕著な劣化が認められる

というものにつきましては、４棟ございまして、約２％ということになりました。 

○主査（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） 分かりました。具体的に、劣化とか、その辺の状況について把握され

たということで、その辺をまた、今後の修繕に生かされるということだと思いますけれども、

よろしくお願いしたいと思います。 

 関連してになるんですけれども、よく地域の方からは、結構トイレが汚損されたり、壊され

たりというようなことがあって、よく地域で、汚れていて、そういうのを公園に頼むよりも自

分たちでやろうということで、きれいにしたこともありますけれども、そういう事案というの

は、やっぱり結構あるものなんでしょうか。その辺の状況と対策などがあれば、伺っておきた

いと思います。 

○主査（松坂吉則君） 公園管理課長。 

○公園管理課長 公園管理課です。 

 トイレにつきまして、令和３年度以降で19件のトイレの、いわゆる汚損、破損、損壊という

事案がございました。内容といたしましては、扉、壁面、便器やペーパーホルダー等の破損や

落書き、放火などの被害を受けてございます。 

 対策といたしましては、貼り紙によります注意喚起、また、警察への被害届の提出、これに

伴いまして、警察のほうにパトロールの強化の要請ということを行っておりまして、被害の防

止に努めているところでございます。 

○主査（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） そういう事案が、やっぱり少なからず結構同じようなところであると

いうようなことも伺っております。なかなか対策ということは難しいところもあるかもしれま

せんけれども、状況は分かりましたので、引き続き、できる対応をお願いしたいと思います。 

 最後に、長寿命化計画策定に向けて、現段階でお考え等があれば、令和４年度の取組などを

踏まえて、伺っておきたいと思います。 

○主査（松坂吉則君） 公園管理課長。 

○公園管理課長 公園管理課です。 

 今年度策定いたします公園トイレ長寿命化計画は、公園トイレ快適化計画の一部を担う計画

として策定をするものでございます。令和４年度に実施をいたしました公園トイレ健全度調査

の結果を踏まえまして、公園トイレの計画的な維持管理の方針を明確化するとともに、施設ご

とに管理方針、長寿命化対策の項目や予定時期などを最も低廉なコストで実施できるよう、整

理するものでございます。 



－26－ 

 今後は、この計画に基づきまして、取組を進めてまいりたいと考えております。 

○主査（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） 分かりました。ぜひ、計画に基づいて、取組をされることを期待して、

注視してまいりたい、注目してまいりたいと思います。よろしくお願いします。 

 次に、関連してですけれども、６番の身近な公園のリフレッシュ推進ということで、公園の

バリアフリー化ということも、たしかあったか、ありますね。あれだったかと思うんですけれ

ども、この辺は、どのような基準で行っていて、どの程度進んでいるかというのを伺っておき

たいと思います。 

○主査（松坂吉則君） 公園管理課長。 

○公園管理課長 公園管理課です。 

 令和４年度は、千葉市バリアフリーマスタープランに基づきます令和３年度に策定をした地

区別バリアフリー基本構想、ＪＲ、京成稲毛地区の稲毛公園において、バリアフリーに対応し

たトイレや水飲み、園路改修などを実施いたしました。このほか、災害時の避難場所等に指定

をされております面積１ヘクタール以上の身近な公園のうち、出入口や園路に段差がある、こ

てはし台公園など２公園におきまして、令和４年度実施設計を行い、今年度、バリアフリー化

の改修を行う予定でございます。今後も、これらの取組を計画的に進めてまいりたいと考えて

おります。 

 また、バリアフリー化の進捗状況でございますけれども、令和４年度に策定した千葉市バリ

アフリーマスタープランの中で、面積おおむね２ヘクタール以上の都市公園につきまして、３

つの施設、こちらは１番目は園路及び広場、２番目が駐車場、３番目が便所でございます。 

 この３施設につきまして、移動円滑化率の位置づけがございます。このおのおのの施設につ

きまして、令和７年度末までの全国目標値というものがございますが、これに対する令和４年

度末の本市の実績といたしまして、園路及び広場が目標70％に対しまして、実績はおおむね

40％、次に、駐車場は、同じく60％の目標に対しまして、実績がおおむね80％、最後に、便所

でございますが、70％の目標に対しまして、おおむね40％となってございます。 

 今後も引き続き、移動円滑化に向けまして、施設の改修に努めてまいります。 

○主査（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） バリアフリーの状況についても、今、状況はよく分かりましたので、

引き続き取組を、インクルーシブな公園ということも最近言われておりますので、そのあたり

も含めて、お願いしたいと思います。 

 そうしたら、飛びまして、７番のナラ枯れ被害木対策に入ります。これは、最近、補正とか

でも出ておりまして、被害が大変出ているということなんですけれども、この状況について、

令和４年度もかなりの額が、１億2,370万円ということなんですけれども、状況はどうなのか。

これは拡大しているのかということと、これはもう毎年この予算というのは、今後も経常的に

事業としてやっていくものなのかどうか、その辺を併せて伺っておきたいと思います。 

○主査（松坂吉則君） 公園管理課長。 

○公園管理課長 公園管理課です。 

 ナラ枯れでございますが、現在、今年の春に発生、飛び立ちました原因昆虫による枯損被害

が、樹木の枝葉等に現れる時期を迎えてございます。10月に市内公園緑地の調査を予定してお

りまして、詳細の被害木の本数につきましては、今後の調査により明らかになるということで
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ございます。 

 また、今後につきましては、なかなか被害を予測するということが難しい状況でございます。

ただ、全国的な趨勢といたしましては、平成22年をピークに被害は減少傾向であるというもの

の、終息には至っていないということを踏まえますと、本市におきましても、今後、数年間に

つきましては、一定数の被害木、枯損木が発生する可能性があるということを、あくまでも推

察でございますが、考えております。 

○主査（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） 分かりました。やっぱりある程度続いていくものだということで、理

解をいたしました。分かりました。 

 それでは、公園緑地部の最後に、14番の街区公園の整備ということで、椿森５丁目公園整備

を進めていただいております。本当に住民の皆さんのお声を聞きながらということで、今回、

私も地元なので、本当に最初から職員の皆さんと一緒に、携わらせていただいたと言うと変で

すけれども、近くで見せていただいて、本当に大変な御苦労をされながらやっておられたので、

改めて感謝申し上げたいと思うんですけれども、整備については順調なのかということと、ほ

ぼほぼできているというようなことを伺っているんですけれども、開園するのはいつか、確認

しておきたいと思います。 

○主査（松坂吉則君） 公園建設課長。 

○公園建設課長 公園建設課でございます。 

 椿森５丁目公園の整備に関してなんですけれども、昨年度中で工事は完了しておりますけれ

ども、工事の中で、設置を予定しておりました照明灯の材料の調達のほうで時間を要しまして、

当該工事とは切り離した形で、今年度の設置ということで先送りをさせていただきましたこと、

それから、芝生の養生期間ということで、梅雨明けには根付く見込みでしたけれども、雨が思

うように降らなかったこともありまして、芝の定着に時間を要してございます。 

 このような理由から、開園の見込みに２か月の遅れが生じておりまして、10月当初からの供

用開始ということで、地元町会の、椿森五丁目東町会のほうへ情報を発信させていただいたと

ころでございます。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） 分かりました。ありがとうございました。この間、入札不調とか、い

ろいろあって、御苦労されていると思うんですけれども、いよいよ終わりが見えてきたと思い

ますので、ぜひ万全を期して、あともう少し頑張っていただければと思います。 

 今、街区公園も整備されていますけれども、なかなか昨今、公園清掃協力団体も、例えば、

椿森もほかに２か所やっていて、今回、増えると。本当は地域でやってほしいんですけれども、

なかなか大変だよという声も聞いていているんですけれども、公園清掃協力団体の活動とか、

その数とかというのは、現在、どうなっているのかというのを、最後に、ここで一回確認して

おきたいと思います。 

○主査（松坂吉則君） 公園管理課長。 

○公園管理課長 公園管理課です。 

 清掃協力団体は、令和５年３月31日現在で405公園、262の団体の方々に御活動をいただいて
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いるところでございます。引き続き、団体の皆様に御協力いただきながら、きれいで快適な公

園の維持に努めてまいりたいと考えております。 

○主査（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） 地域も高齢化していて、いろいろ大変ということも伺っていて、私も

椿森の、２つ公園があるんですけれども、両方、清掃担当をやっているものですから、ほぼほ

ぼ毎週土曜日は行って公園掃除をやっておりまして、大変なんですけれども、引き続き、地域

の皆さんを巻き込んでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 時間が押して済みません。最後、動物公園４点だけ伺って、もう終わりにしたいと思います。 

 動物公園につきましては、いろいろな考えが出ております。特に、私は動物の福祉というこ

とを非常に大事かなというふうに思っております。 

 そういう中では、今までは動物との触れ合いということが非常に大事であったかなと思うん

ですけれども、動物の接し方、関わり方ということも、福祉との観点からは大分変わってきて

いると言われております。動物との触れ合いの在り方については、今後どうなっていくのか、

伺っておきたいと思います。 

○主査（松坂吉則君） 動物公園副園長。 

○動物公園副園長 動物公園でございます。 

 動物との触れ合い事業につきましては、特に子供たちの情操教育の側面から有効な事業とし

て存在してきましたが、一方で、近年の動物福祉の視点から見た場合に、動物に対して負荷を

生じるものであり、現在、全国幾つかの動物園でも様々な試行が行われてきているところでご

ざいます。 

 当園におきましても、単に動物のだっこや餌やりという人側からの一方的な行為で終わらな

いよう、動物との接し方を通じて、命の大切さや動物に対する理解、自然環境を学ぶきっかけ

となる教育的なプログラムの導入などを行ってまいります。 

 あと、今後につきましてですけれども、今後に向けても、動物福祉にかなう触れ合い事業の

在り方について試行錯誤を行っていく考えです。 

○主査（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） ありがとうございます。 

 10分を切ったということで、まとめたいと思います。 

 それから、決算ということで伺っておきたいんですけれども、動物公園も、今、いろいろな、

今回も、今議会におきましても、施設のリニューアルとか、今後、改修が必要になってくる部

分とか、より充実させたい部分があると思うんですけれども、そう考えたときに、必要となっ

てくる予算と入園料です。 

 入園料は、先ほどお話があって３億3,000万円、それから繰入れが５億6,000万円ということ

だったんですけれども、必要になってくるものと、入園料の在り方ということで、私は、私見

なんですけれども、よりよいものをつくるということでは、例えば、入園料を少し、上げても

いいかなんて勝手に言ってはいけないですが、私見なんですけれども、より充実のために、よ

いものに対しては相応の負担というものがあっていいのかなというふうに思っています。特に、

命を預かっているものですし、また、その充実のためには、よりお金をかけていくということ

もいいのかなというふうに思っております。 

 その辺は決算なので、必要な予算と入園料の在り方について、どんなお考えなのかというこ
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とを伺っておきたいと思います。 

○主査（松坂吉則君） 動物公園副園長。 

○動物公園副園長 動物公園でございます。 

 千葉市動物公園リスタート構想の最終年度でございます令和17年度に向けて、湿原ゾーン、

森林ゾーン、大池の再整備が残ってございます。この着実な実施に向けて、予算確保をするた

め、実施計画の位置づけと、また予算の確保を図ってまいりたいと考えております。 

 入園料につきましては、動物公園リスタート構想の着実な具現化とより幅の広い世代を対象

としたソフト施策を展開することによって、収入の拡大を図ってまいりたいと考えております。

入園料につきましては、他園の状況や社会情勢、経済情勢を踏まえて検証してまいりたいとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） ありがとうございました。 

 長くなってしまいましたので、そろそろ終わらなくてはいけないみたいで、動物公園でまだ

あったんですけれども、今後、一般質問がありますので、また、そちらのほうでしっかり申し

上げたいと思いますので、この辺で、長くなりましたので、終わりにしたいと思います。済み

ません。ありがとうございます。 

○主査（松坂吉則君） では、佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 一問一答でお願いします。 

 交通政策全般に関わることで、地域公共交通計画が2021年度、実際には2022年３月に策定さ

れて、５年の計画でありますけれども、策定当時といえば、やはり新型コロナウイルスの影響

を受けてというのもありますが、公共交通の利用者の減少ですとか、そういう状況があります

が、策定から１年半における公共交通の課題ですとか、状況の変化等がありましたら、お示し

いただければと思います。 

○主査（松坂吉則君） 交通政策課長。 

○交通政策課長 交通政策課でございます。 

 コロナ禍での累積損失の影響や燃料費の高騰など、各公共交通事業者は経営状況が苦しく、

一部事業者では運賃改定などが実施されております。また、来年４月からは労働環境改善など

が行われることで、運転手確保がより重要な課題になってくると考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 本計画において、市内の地域を４分類に分けて、公共交通不便地域

ということで、区分Ｄということでされておりますけれども、駅やバス停のどちらもアクセス

が困難な地域の拡大の状況はありますでしょうか。 

○主査（松坂吉則君） 交通政策課長。 

○交通政策課長 地域公共交通を策定しました後ですと、令和４年７月に緑区内で２つのバス

路線が廃止されたため、新たに公共交通不便地域である区分Ｄとなった区域がございます。 

 以上でございます。 
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○主査（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） これは、先ほど来出ている高津戸町の関係する地域だと思いますが、

今後、この計画の目標達成のための施策ですとか、取組の進捗状況についてもお伺いいたしま

す。 

○主査（松坂吉則君） 交通政策課長。 

○交通政策課長 地域公共交通計画では、３つの基本方針と、それに基づく目標、指針、施策

を設定しまして、それらを達成するために、57の具体的取組を位置づけてございます。この取

組の中には、幕張豊砂駅整備推進やＪＲ幕張駅の駅前広場整備、グリーンスローモビリティ導

入や公共交通不便地域での新たな移動手段確保に向けた検討などがございまして、それぞれ進

捗を図っているところがございます。 

 今後、法定協議会である千葉市地域公共交通活性化協議会におきまして、達成状況等の評価、

検証を行うため、それぞれの具体的な取組状況についても整理する予定でございます。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 次に、グリーンスローモビリティの導入ということで、昨年度、実

証調査が行われましたが、その概要です。実施調査の地区における運行状況ですとか、市民の

意見、課題などがありましたら、お示しください。 

○主査（松坂吉則君） 交通政策課長。 

○交通政策課長 昨年度は、３地域で短期の実証調査を実施しておりまして、都賀の台地区で

は、10月２日から20日まで、１日５便の運行で、利用者は延べ602名、こてはし台・横戸台地

区では、10月24日から11月７日まで、午前中のみ３便の運行で、利用者数は延べ239名、幕張

ベイタウン・ベイパーク地区では、11月13日から27日まで、１日５便の運行で、利用者数は延

べ268名でございました。 

 いずれの地区でも、買物、通院など多目的に利用してもらえたですとか、住民同士の距離が

縮まったなど、好意的な意見を多く聞かれているところがございます。また、買物や最寄りの

バス停など、身近な移動手段の確保に一定の効果が確認されましたが、一方で、スタッフ確保

などの面で課題があったとの御意見も伺っているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 市民の声の中で、買物、通院ということで多目的に利用されたこと

に対する、いろいろな声があったということをお伺いしました。 

 今、千葉市のほうでも、実証調査を希望する地域や団体を対象とした公募説明会が開催され

ていますけれども、参加地域だとか、団体の状況、意見、また実証調査の希望の有無など、あ

りましたら、お願いいたします。 

○主査（松坂吉則君） 交通政策課長。 

○交通政策課長 ８月28日に実施しました公募説明会には、美浜区の自治会が１団体出席され

ております。地域内の商業施設ですとか、公共交通機関への接続地点への移動手段として活用

を検討されているとのことでしたが、運営スタッフの確保なども含めて、今後、実証調査への

応募については、自治会内で相談をしていくとのことでございました。 

 以上でございます。 
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○主査（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 美浜区内ということで、恐らく高洲の団地の地域の方ではないかな

と思うんですけれども、なかなか、バス路線はあるものの、バスの減便が続いて、地域として

は１日１本のバスしかないというような状況のあるところだと思うんですが、そういったとこ

ろも含めて、やはりバス路線があるからといって、すぐに出歩けない方も中にはいらっしゃる

ので、そういったところへの対応についても、丁寧に相談に乗っていただきたいということは、

意見として述べさせていただきます。 

 今後、この実証調査後の本格導入に向けての取組と市の支援についても、併せて伺います。 

○主査（松坂吉則君） 交通政策課長。 

○交通政策課長 桜木地区ですとか、都賀の台地区、先行している２地区におきましては、本

格運行を目指して、中長期の実証調査の取組が進められておりまして、短期実証調査で見えて

きた効果や課題、地域の意見やニーズ等を整理して、運行ルートの見直しなどの試験走行、地

域の協力者や協力企業の発掘などについて、市も含めた運営スタッフを複数チームに分けるな

ど、業務を分担して取り組んできております。 

 また、運行スタッフ確保に向けた支援体制づくりや、安全・安心な運行のために必要な様々

な関係機関等との協議調整にも協力などを行ってきております。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 次に、地域公共交通支援について、先ほど亀井委員からもあったん

ですけれども、市内におけるバス路線の廃止だとか、減便の状況、あとバス事業者による路線

の維持、努力もされているかと思うんですけれども、路線を維持するためには、やはり運転手

の確保だとか、運賃の値上げもしなければならないというんですけれども、昨年度、この状況

を把握するなどの取組について伺います。 

○主査（松坂吉則君） 交通政策課長。 

○交通政策課長 減便等を実施する際には、国土交通省関東運輸局への届出が必要となるもの

の、本市への報告等が義務化されていないことから、実態等の把握は難しく、これまでも各事

業者に対しまして、速やかに情報提供を求めるとともに、適時、事業者へのヒアリングを行う

など、状況把握に努めているところがございます。 

 昨年度も、ヒアリングなどを行った結果、事業者の燃料費高騰が非常に大きな影響が出てい

るということで、燃料費高騰に対して、新たに補正予算の予算措置をするなどの対応をしてい

るところがございます。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 先ほどバス運転手の養成で、亀井委員から、３年間で12社というよ

うな話も答弁としてあったと思うんですけれども、もっと詳細にお知らせいただきたいのと、

今年度行っている支援の状況についても、併せて伺います。 

○主査（松坂吉則君） 交通政策課長。 

○交通政策課長 繰り返しになりますが、運転手養成支援は、令和２年度から、本市独自の施

策として実施をしてきておりました。昨年度まで３年間、12社に延べ24名で、こちらの分だけ



－32－ 

ですと、総額450万円の支援を実施してまいったところです。今年度も６月補正予算として予

算計上しまして、８月から事業開始しておりますが、申請自体は運転免許取得後となることも

ありまして、今年度の申請は、現時点ではございません。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） この間、当委員会でも、バス運転者の確保というのは、なかなか課

題であるということも、皆さんが意見を出されていたかと思うんですけれども、国土交通省、

先ほどもいろいろな支援のことも話がされていましたけれども、これへの国の支援というとこ

ろでの状況についても伺いたいと思います。 

○主査（松坂吉則君） 交通政策課長。 

○交通政策課長 国土交通省では、令和４年度の第２次補正予算として、事業者が人材確保の

ために行う広報活動や、２種免許取得のための教習などの費用の一部を助成する支援制度を開

始しております。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） やはり地域にとっては、バスがなければ、駅などの結節点に行けな

いという状況もありますので、ぜひ、こういった部分での支援を手厚くしていただきたいなと

いうことで意見は述べさせていただきたいと思います。 

 次に、モノレールの個別施策計画の策定ですとか、設備の更新についても伺いたいと思いま

す。 

 まず、モノレールの乗客の状況です。５年間の推移だとか、収支状況、収支の見通しなどに

ついて、併せて伺います。 

○主査（松坂吉則君） 交通政策課長。 

○交通政策課長 千葉都市モノレールは、平成30年度の輸送人員ですけれども、約1,918万人、

翌年の令和元年度が1,941万人、令和２年度になりますと1,489万人、令和３年度が1,650万人

で、昨年度は1,786万人となっているところです。 

 また、収支状況につきましては、コロナ禍の令和２年度は約１億4,000万円の赤字となって

おりましたけれども、令和３年度は３億3,000万円、４年度は２億1,000万円の黒字となってお

ります。 

 しかしながら、開業から35年が経過しておりますので、安全・安心な運行を継続するために

は、各種施設等の更新が必要となりますので、今後は収支状況が厳しくなることも想定されま

して、コロナ禍によって低迷した利用者の回復のための取組や、施設の長寿命化、経費の削減

等の対応が必要になってくると考えております。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 続けて、直近の施設の更新ですとか、車両の更新、今後についての

市の負担については、どのようになっていくのか、伺います。 

○主査（松坂吉則君） 交通政策課長。 

○交通政策課長 千葉都市モノレール株式会社が行う施設整備に対しまして、市の支援につき

ましては、新型車両への車両更新と、安全施設であるＡＴＣ更新に係る費用を対象としてござ
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います。車両更新につきましては、現時点で８編成が完了し、現在製造中の車両も含めますと、

今後７編成の更新を予定しておりまして、ＡＴＣにつきましては、３区間の更新を予定してお

ります。 

 都市モノレールの個別施設計画につきましては、年内の公表を目指して最終調整中であるた

め、今後の更新費用は精査中でございますけれども、現在製造中の３編成と更新作業中のＡＴ

Ｃ１区間における市の負担は約13億円となっております。 

 また、市が所有するインフラ外施設に関しましては、過去５年間の更新費用の平均額は約５

億5,000万円となっております。 

 以上でございます 

○主査（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 今度は、モノレールの運輸収入です。 

 令和元年度比では、９割まで回復されたということも伺っておりますけれども、乗車人数を

今後やはり増やしていくことが必要だと考えますが、その対策についてのモノレール会社との

連携などについて、お伺いいたします。 

○主査（松坂吉則君） 交通政策課長。 

○交通政策課長 本市や千葉都市モノレール株式会社、また千葉銀証券などと、千葉都市モノ

レール沿線エリア活性化実行委員会を組織しまして、沿線組織の商品開発やイベント等により、

沿線地域の活性化を目指すクラウドファンディング企画などにより、新たな利用者の掘り起こ

しに努めているところでございます。 

 また、誰もが利用しやすいよう、駅舎トイレの洋式化等のバリアフリー化のほか、パーク・

アンド・ライドの実施など、利便性向上の取組も進めております。 

 以上でございます 

○主査（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 今後、やはりモノレール事業そのものがなかなか収支、この設備更

新もかなり費用がかさむということですので、一方の乗客を増やしていかなければならないと

いう課題に取り組まなければならないということで、ぜひ引き続き行っていただきたいという

ことであります。 

 次に、公園緑地部のほうに移りますけれども、中央公園、通町公園の連結強化については、

先ほど進捗率は亀井委員のほうに答弁がありましたけれども、現状、用地買収を今後進めてい

く、開府900年を目指してというような話もありますけれども、その取組について、進捗の見

通しについて伺います。 

○主査（松坂吉則君） 都心整備課長。 

○都心整備課長 都心整備課でございます。 

 開府900年に向けまして、西区域の用地買収を進めるとともに、通町公園の整備について、

整備を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 今回、事業を様々、まだ暫定的に整備した部分もありますけれども、

こうした効果はどうなっているのか、伺います。 
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○主査（松坂吉則君） 都心整備課長。 

○都心整備課長 都心整備課です。 

 令和２年度に暫定整備した中区域等で、通町公園利活用社会実験を実施しております。これ

までにキッチンカーによる飲食の提供、通町門前市場、近隣店舗や住民、自治会が連携して行

った音楽イベント、民間事業者による屋外映画の上映など、様々な利活用が行われており、多

くの人が訪れております。 

 こちらのほうの来訪者については、カウントなどはしておりませんので、来街者数について

は、今、手元のほうには資料がないという状況でございます。 

 以上です。 

○主査（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 来訪者については、実際の数を把握されていないということなんで

すが、この通町公園そのものは30億円をかけてということで、今、おっしゃっていたような

様々、協議会を通じて、イベントなども行っているということで、常にイベントを行うという

ことは、なかなか地元の皆さんの負担も大きいと思うので、大変な部分ではあると思うんです

けれども、やはり来訪者がどれだけいるのかということについても、今後、把握されていくこ

とが必要じゃないかなということは、意見として述べさせていただきたいと思います。 

 次に、千葉駅東口西銀座Ｂ地区優良建築物等整備について、新規の事業なので、伺いたいと

思いますが、今回の助成の内容と、東口周辺における今後の再開発計画についても、併せて伺

います。 

○主査（松坂吉則君） 市街地整備課長。 

○市街地整備課長 市街地整備課、諏訪です。 

 助成内容について、お答えいたします。 

 助成内容につきましては、建物の軀体部分、これにつきましては、基礎だとか、壁、柱、床、

はり、こういったものが軀体部分になります。そのほかに、通路、エレベーター、駐車施設、

水道・電気・ガス、こういったものの供給処理施設などの共同施設整備費の一部を助成してお

ります。このうち、令和４年度につきましては、軀体部分となる基礎工事に対して助成してお

ります。 

 助成内容については、以上です。 

○主査（松坂吉則君） 都心整備課長。 

○都心整備課長 都心整備課です。 

 東口周辺における今後の再開発についてですけれども、西銀座地区内で再開発事業を検討し

ている権利者間で、意見交換や開発事業者へのヒアリングなどが行われていると伺っておりま

す。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） ちょっと聞きたいんですけれども、先ほどおっしゃった補助金１億

7,000万円というのは、今後予定されている補助のうち、10分の１ぐらいという理解でよろし

いでしょうか。 

○主査（松坂吉則君） 都心整備課長。 

○都心整備課長 そのとおりです。 
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○主査（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 分かりました。 

 では、今後、市と国が負担をしていくということで理解しましたが、東口全体における人の

回遊です。千葉駅周辺の活性化グランドデザインだとか、そういったもので町なかに人を流し

ていくような取組が進められていると思うんですけれども、その状況についても、今後どのよ

うに取り組んでいくのか、伺います。 

○主査（松坂吉則君） 都心整備課長。 

○都心整備課長 都心整備課です。 

 西銀座や通町公園など、先行整備プログラムを進めるとともに、既存の商店街や歴史・文化

施設との連携及び道路公園などの空間を有効活用して、居心地がよく歩きたくなる町なかの形

成に取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 分かりました。これからもいろいろ開発が予定されているというこ

とで、それは注視していきたいと思います。 

 次に、建築部のほうです。 

 耐震診断改修事業についてでありますが、令和４年度決算における助成件数、金額の状況と

過去の５年間の実績についても伺います。 

○主査（松坂吉則君） 建築指導課長。 

○建築指導課長 建築指導課でございます。 

 令和４年度は、記載のとおり、木造住宅の耐震診断が３件、耐震改修17件で、決算額は約

1,600万円でございます。令和３年度は、木造住宅の耐震診断が３件、耐震改修が24件、決算

額は約1,900万円でございます。令和２年度は、木造住宅の耐震診断が２件、耐震改修が22件、

決算額は約1,800万円でございます。令和元年度につきましては、木造住宅の耐震改修が35件、

分譲マンションの耐震改修工事が１件、決算額は約3,300万円となります。最後に、平成30年

度は、木造住宅の耐震診断が９件、耐震改修が40件でございます。さらに、分譲マンションの

耐震診断は、予備診断が１件、本診断が１件、さらに耐震改修設計が１件、耐震改修工事が１

件、決算額は5,100万円となっております。 

 以上です。 

○主査（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 分譲マンションの耐震診断及び改修についてなんですけれども、分

譲マンションの耐震診断が令和元年から出て、改修のほうが令和２年度から助成件数がゼロ件

となっているんですけれども、この状況についてと、事前相談も特にないということなんでし

ょうか。 

○主査（松坂吉則君） 建築指導課長。 

○建築指導課長 建築指導課でございます。 

 状況についてということで、例年、４月当初に、分譲マンションの管理組合のほうに助成制

度の案内を送付しております。そういったこともありまして、問合せや事前相談といったもの

は、例年、数件ございます。 
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○主査（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） あと、緊急輸送道路に隣接するマンションの改修状況というのが、

もし分かればなんですけれども、対象物件というのは、今、存在しているんでしょうか、併せ

て伺います。 

○主査（松坂吉則君） 建築指導課長。 

○建築指導課長 建築指導課でございます。 

 過去５年間となりますが、緊急輸送路沿道のマンションで、改修助成の実績はございません。 

 あと、棟数等の把握なんですが、緊急輸送路の沿道で、分譲か賃貸か、こちらは不明なんで

すが、マンションは119棟ございまして、そのうち新耐震が107棟、旧耐震が12棟となっており

まして、その12棟を把握しております。 

○主査（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） この部分で、12棟が旧耐震ということなので、その部分で、管理組

合等から、なかなか改修のお金が厳しいという状況だと思うんですけれども、そのあたりの状

況についても、併せてお聞きしたいと思います。 

○主査（松坂吉則君） 建築指導課長。 

○建築指導課長 建築指導課でございます。 

 当課のほうから電話等によりまして連絡した上で、耐震診断等の意向について確認をしてお

りますが、やはり委員のおっしゃったとおり、金額がかかってしまうということや、なかなか

同意が取れないということで、あと反対もあったりとか、そういった問題があって、なかなか

進まないということを聞いております。 

○主査（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） では、飛びまして、公園のほうにいきます。稲毛海浜公園リニュー

アルです。 

 私も、近いものですから、よく出かけたりはしますが、令和４年度までに同事業に対して投

じた金額と、千葉市の収入について、改めて伺います。 

○主査（松坂吉則君） 緑政課長。 

○緑政課長 緑政課でございます。 

 これまでの建設負担金の支出でございますが、令和４年度末時点で約21億1,000万円となっ

ております。リニューアル事業により増加いたしました使用料収入の合計は、令和３年、令和

４年度の２か年の合計で約1,000万円という状況でございます。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 千葉市が負担する今後の事業費は、恐らく３億円から４億円ぐらい

じゃないかなと思うんですけれども、その事業の内容は、どのようなものがあるんでしょうか。 

○主査（松坂吉則君） 緑政課長。 

○緑政課長 緑政課でございます。 

 建設負担金の残る部分でございますが、今後進みます温浴施設の基盤整備ですとか、そうい

ったインフラ、給排水ですとか、電気設備の負担金に、今後、協議して進めてまいる次第でご

ざいます。 

 以上でございます。 
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○主査（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 稲毛海浜公園は、いろいろコロナと重なって影響が出ていると思う

んですけれども、影響が出ているリニューアル事業というのは、今あったような温浴施設も含

まれるかと思うんですけれども、状況について伺います。 

○主査（松坂吉則君） 緑政課長。 

○緑政課長 緑政課でございます。 

 令和２年、令和３年の新型コロナに伴いまして、やはり資機材の高騰ですとか、生活意識の

変化、利用者の行動の変化といったものが現れた中で、公園利用者に関する様々なリスクの増

大が生じていると認識しております。 

 また、令和４年からは、光熱水費の高騰というのが、非常に事業者にとっては影響が一番大

きいというふうに伺って確認をしておりますので、事業全般に大きな影響があるという認識で

ございます。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 昨年度から閉まっている花の美術館のリニューアルです。私は、地

元からもいろいろ言われるんですけれども、昨年度から、民間事業者から詳細が示されていな

いと思うんです。リニューアルはしますと。この経過も含めて、市の施設としても、市民に知

らせる必要があるんじゃないかと思うんですけれども、どうでしょうか。 

○主査（松坂吉則君） 緑政課長。 

○緑政課長 緑政課でございます。 

 花の美術館のリニューアルにつきましては、直近となります令和５年２月に、地元の磯辺・

高洲地区の皆さんに事業概要の説明をさせていただいておりますが、その中では、花と緑のあ

ふれる空間で犬とともに楽しめるドッグガーデンの整備ということに向けた調整を進めるとこ

ろでございます。 

 なお、事業が遅延しているところにつきましては、計画内容が固まり次第、市民の皆様には

お知らせを図りたいと考える次第でございます。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 内容を説明したというのは分かるんですけれども、やっぱりずっと

閉まっているというような状況が続いていて、今は後庭はまた開放されたようですけれども、

その部分で期待している部分と、何でリニューアルがなかなか進まないんだというような、や

っぱりそういった市民の意見もあるわけですよ。そういった部分をしっかりとつかんでいただ

きたいと思うんですが、そのあたりはどうでしょうか。 

○主査（松坂吉則君） 緑政課長。 

○緑政課長 緑政課でございます。 

 まさに、地元説明会においても、基本的なトイレがきれいになったり、ごみ箱が整備された

ということで、散歩をするにもよい環境になったということで、期待の声をいただいていると

いうことは十分認識しておりますので、今後も適時、説明なりを進めていきたいと考える次第

でございます。 
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○主査（松坂吉則君） ちょっと答弁が全然かみ合っていないんですね。要するに、市民周知

をどういうふうにしていくかという話をしているんでしょう。だから、やっていくのか、やっ

ていかないのかの話ですよね。佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 事あるごとに、説明が地元から求められれば、やっていくというこ

とで、地元の自治会などとも話をしていると思うんですけれども、それでも、やっぱり自治会

から伝わっていく部分、いかない部分とかもあるので、やっぱりそこは市で、ホームページで

も何でもいいから、そういった形での周知というか、今、こういう状況にありますと。事業者

のホームページを見ると、リニューアルに向けて取り組んでいきますというような文言しか書

いていないんですよね。それでは不親切ではないかなと思うので、やっぱり千葉市の公園施設

なので、そこは千葉市が責任を持って発信する部分をぜひやっていただきたいということなん

ですが、どうでしょうか。 

○主査（松坂吉則君） 緑政課長。 

○緑政課長 まさに、御指摘のとおり、情報の周知、発信につきましては、事業者と連携を図

りながら、発信に努めていきたいという考えでございます。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） その経過も含めて、ちゃんとやってほしいと。それで大丈夫ですか。

佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 大丈夫です。それでやっていただければ。 

○主査（松坂吉則君） オーケーということですね。そういうことなので、では、次にいきま

しょう。 

○委員（佐々木友樹君） では、次、身近な公園のリフレッシュについては、先ほど、これも

亀井委員からあったんですが、遊具の更新に関する地元への要望の聞き取りとか、更新までの

手続について、改めて伺います。 

○主査（松坂吉則君） 公園管理課長。 

○公園管理課長 公園管理課です。 

 遊具を更新する際には、設計段階で地元の町内自治会の方に御意見を伺って、施設の改修等

に反映をさせていただいているところでございます。 

 なお、その結果、お子様が少ない地域などにおきましては、健康遊具に更新をした事例もご

ざいます。 

○主査（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 地元の町内自治会に意見を伺うということは、すごく大事なんです

けれども、例えば、その周辺の、私は高洲に事務所を持っているんですけれども、周辺のマン

ションの開発とかも考慮に入れられていますか。多分入れていないですよね。 

 周辺の開発で若い人が増えてくると、そういった遊具のニーズというんですか、そういった

ものも、やっぱり聞かなければいけないと思うんですけれども、そのあたりは考慮に入れるか、

入れていないかということなんですけれども、どうでしょうか。 

○主査（松坂吉則君） 公園管理課長。 

○公園管理課長 公園管理課でございます。 

 基本的には、今ございます自治会の方々ということで、御意見を伺っているというところで

ございますので、個々のマンションについてという部分でいきますと、考慮はしていないとい
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うことになります。 

○主査（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 稲毛海岸地区でマンション、既に建っているものもあったりもする

んですけれども、今、結構開発が進んで、これから入居が増えていくということで、もちろん

地域内で移り住む方も、高齢の方で移り住む方もいらっしゃると思います。安いマンションが

結構増えてきているということで、子育て世帯が入居しやすいというか、入居して、また次の

開発があれば、そっちに移るというような状況もあると思うんです。そういった状況も考慮に

入れながら、ぜひ公園の遊具のリフレッシュについても取り組んでいただきたいと思います。 

 あと、インクルーシブ遊具です。今、設置の状況と今後の設置についての考え方を伺います。 

○主査（松坂吉則君） 公園管理課長。 

○公園管理課長 公園管理課です。 

 インクルーシブ遊具につきましては、令和３年度に美浜区にございますけれども、豊砂公園

の施設改修の中で、インクルーシブな視点を取り入れました遊具を２基設置いたしたところで

ございます。 

 今後の設置の考え方でございますが、第１次実施計画におきまして、令和７年末までに、モ

デル公園におきまして広場を１か所整備ということを位置づけてございまして、今年度につき

ましては、市民参加型のワークショップの開催及び基本設計を予定してございます。現在、第

１回のワークショップを10月５日に開催予定でございまして、そのワークショップの開催に向

けました準備を進めているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） これからインクルーシブ遊具のニーズというのは、高まっていくと

思いますので、ワークショップで話合いが行われるということなので、その中でしっかりと位

置づけて取り組んでいただきたいなと思います。 

 最後に、動物公園事業について伺います。 

 入園者の有料、無料でありますけれども、中学生以下が無料というのは、今後も継続してい

ただきたいというのは、意見として述べておきます。一方の高校生以上の有料の来園者を増や

すための事業や、その取組について伺いたいと思います。 

○主査（松坂吉則君） 動物公園副園長。 

○動物公園副園長 動物公園でございます。 

 現在、園では、様々な学校、研究機関等と連携して、調査研究、教育普及活動であるアカデ

ミア・アニマリウムという、動物をめぐる学術の場ということで活動を推進しております。そ

の一環として、大人の方も興味を持って学んでいただける講演会や動物に関する発表等を行っ

ており、今後も充実を図ってまいりたいというふうに考えております。 

 また、周辺地域の企業と連携し、当園の年間パスポートを提示することで、市内の集客施設

や飲食店等で特典が受けられる年間パスポートの提携パートナーシップ制度を立ち上げており

まして、年間パスポートを利用するリピーターの拡大を図っております。さらに、ホテルや交

通機関と連携したイベントや企画などを行うことにより、新たな集客動線の構築を図っており

ます。 
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 今後は、今年度からリニューアルを行う動物科学館の学習展示施設については、環境問題に

関して考える契機となるよう、熱帯雨林をテーマとして、大人も学べる施設として整備する予

定でありますし、また、再整備を予定している湿原ゾーンや森林ゾーン、大池などの新たなゾ

ーンについても、大人が楽しめる視点を考慮して計画してまいりたいというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） あと、これも亀井委員からあったんですが、動物福祉についてです。

本当に、これは求められることが多くなってきていますし、私も、不勉強ながらも、いろいろ

と関わってきております。 

 動物公園における動物福祉のこれまでの取組と今後の取組について伺います。 

○主査（松坂吉則君） 動物公園副園長。 

○動物公園副園長 動物公園でございます。 

 取組事例ですけれども、まず、施設整備におきましては、平原ゾーンの整備の折に、猛獣エ

リアの動物たちに対しまして、十分な生活、運動のできるスペースの確保といったことを行い

まして、特にチーターの展示につきましては、走り回れる広大な空間を創出してきました。 

 また、日々の管理におきましては、ライオンなどの肉食動物に対して、狩猟行動、こういっ

たことを刺激するように、屠体給餌であるとか、チーターラン、また、ライオンに対してのミ

ートキャッチャーなどの取組をしており、また、そのほかの動物たちに対しましては、食事の

ときに餌を探したり、取り出すのに時間がかかるような仕掛けづくりなどをしまして、日々の

暮らしの中で多くの刺激を受ける環境づくりといったような、環境エンリッチメントというも

のに取り組んでおります。 

 また、環境エンリッチメントに使う用具作りに対して、市民の皆様に御参加いただくワーク

ショップ形式で開催いたしまして、動物福祉について、より実感していただける普及啓発にも

努めております。 

 あわせて、これら動物福祉や環境エンリッチメントとしてやっていることが、動物福祉に本

当に効果になっているのかという点につきまして、科学的考証を必要といたしますので、一部

につきましては、大学機関などとの共同研究によって分析を進めているところです。 

 今後も、新たに整備するエリアにおいては、動物の行動特性に合った空間を確保するなど、

動物にとって、よりよい環境になるよう努めてまいりたいと考えております。 

○主査（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 最後、意見ですけれども、動物公園が果たしている様々な役割、種

の保存なども含めて、取り組まれているということは分かりました。 

 動物福祉についても、大学機関との科学的考証を行うということで、ぜひ、その結果などに

ついても、市民に分かりやすくお伝えするのと同時に、今後も動物福祉の観点で運営がされる

ように述べまして、終わります。 

 以上です。 

○主査（松坂吉則君） ありがとうございました。 

 それでは、12時を超えておりますので、午前中はここまでということで、１時10分から再開

ということでいいですか。 
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［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○主査（松坂吉則君） では、そういうことで、よろしくお願いします。 

 

午後０時12分休憩 

 

午後１時10分開議 

 

○主査（松坂吉則君） それでは、休憩前に引き続き、午後の会議を始めたいというふうに思

います。守屋委員。 

○委員（守屋 聡君） よろしくお願いします。一括でお願いします。 

 説明書の211ページになりますけれども、都心整備課の千葉駅周辺における官民連携まちづ

くりと、その隣のページにあります市街地整備課のＪＲ蘇我駅周辺地区のまちづくりという点

で、お尋ねをしたいと思います。 

 いずれにしても、千葉駅、蘇我駅、海浜幕張駅を含めて、千葉市を盛り上げるというか、重

要な主要駅だと認識をしておりますけれども、まず、千葉駅周辺リノベーションまちづくり支

援業務委託とＪＲ蘇我駅東口地区周辺再開発事業コーディネートの具体的な内容と、あと、費

用負担が蘇我駅と千葉駅で、規模が違うと言えば、それまでなんですけれども、桁がちょっと

違うのと、あと、千葉駅周辺におけるウォーカブル推進基礎調査というのは、具体的にどうい

うものか、お聞かせください。 

 以上です。 

○主査（松坂吉則君） 都市部長。 

○都市部長 都市部でございます。 

 両事業とも、駅周辺のまちづくりと似た名称ですけれども、業務の内容が違っているという

ところです。 

 まず、先に、蘇我駅東口周辺開発コーディネート業務委託でございますけれども、これは、

駅周辺市街地の改善のために、今後、再開発事業を想定している地区の権利者を対象としまし

て、勉強会、これは、再開発事業の仕組みですとか、流れを理解していただくためのもの、そ

れと、土地、建物に関する意向、今後どうしたいとか、そういう意向をお持ちですかというよ

うなことを把握するためのアンケート、こういったものを実施しております。 

 また、民間デベロッパー12社に対しまして、この地区の商業施設ですとか、住宅などの需要

の動向、そういったもの、あるいは事業への参画意向、こういったものを把握するためのアン

ケートなどを実施しているというのが、蘇我のほうの業務内容でございます。 

 一方、千葉駅周辺リノベーションまちづくりですが、西口エリア周辺におきまして、民間主

導で、官民が所有している遊休地などの資源を活用しまして、エリアの価値向上ですとか、ま

ちの課題を解決しようとする取組、そこを目指しまして、業務委託の内容としては、リノベー

ションスクールといいますが、そういったスクールの開催、それに先立っての講演会の開催、

このようなものでございます。 

 このスクールでございますけれども、リノベーションのまちづくりの専門家ですとか、全国

で既にその取組を進めている、実践されている方を招いて、そういう方々がスタッフとして指
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導に当たっているほか、あと、対象エリアの町なかを歩いて、住民ですとか、店舗オーナー、

こういった方々の話を聞きながら、まちの現状とか課題を把握する、また、提案をつくってい

く、そういったことで、事前の準備ですとか、スクールの開催期間中の対応にも相当の労力と

かスタッフを要するというようなことになっております。 

 また、スクール以外でも、地元企業と連携して、公開空地を活用して実践的な取組を展開す

ることですとか、既に取組を進めている市民と、今後のリノベーションまちづくりをどうして

いこうかと議論するようなワークショップの開催、あとは、リノベーションまちづくり宣言書

といいまして、既にその地区で活躍している方の取組内容ですとか、そういったものをまとめ

て、広く周知を図ることで、新しい担い手を増やすきっかけにしたいと思って、そういった宣

言書の案というのもつくっております。 

 このように、業務が非常に多岐にわたりまして、業務ボリュームが大きくて、従事する人の

数も多くなるということで費用が多くなっているというところです。 

 それと、千葉駅周辺におけるウォーカブル推進基礎調査でございますけれども、これは千葉

駅から千葉公園に向かう千葉公園通りという通り、市道31号線というところがありますが、こ

こで居心地のよく歩きたくなる空間づくりを行うために、周辺エリアの現況調査ですとか、課

題整理、あるいは地元関係者とのワークショップ、こういったものを開催しまして、その成果

を成果ブックという形でまとめております。 

 あわせて、千葉駅とそごうの間の道路、新千葉22号線といいますが、この一部を、将来、歩

歩行者専用化とした場合に生じる周辺交差点の影響などについての分析も行ったという内容で

ございます。 

○主査（松坂吉則君） 守屋委員。 

○委員（守屋 聡君） ありがとうございます。 

 先ほども申し上げましたとおり、千葉駅、蘇我駅、海浜幕張を含めて、千葉市の重要な主要

駅でありますし、にぎわいと、やっぱり千葉市を盛り上げる意味でも、駅というのは重要な課

題というか、要素を持っていると思いますし、千葉駅におりるという動機づけというか、私が

小さい頃は、本当に千葉市内にはデパートが大変多くて、パルコ、セントラルプラザ、奈良屋

ですとか、いっぱいデパートがあって、にぎわいがあったまちだったのが、昨今はマンション

みたいな住宅地みたいなところになって、ＪＲ千葉駅の独り勝ちと言うと、あれですけれども、

駅で終わってしまうみたいなところがあるので、千葉市を盛り上げるという観点からも、ぜひ

とも今後、蘇我駅、千葉駅、また今、千葉公園も、いろいろな企業体と連携してやっているそ

うですから、ぜひとも千葉市を挙げて盛り上げていただきたいと思います。 

 以上です。 

○主査（松坂吉則君） それでは、次に、向後委員、お願いします。 

○委員（向後保雄君） 一括でお願いします。 

それでは、我が会派として、代表でちょっとやらせていただきます。 

 まず、都市部の質問ですけれども、ほかの委員からもお話のあった都心整備課所管の16番、

令和４年の事業で、中央公園、通町公園の連携強化で取得をした場所を具体的に教えていただ

きたい。 

○主査（松坂吉則君） 都心整備課長。 

○都心整備課長 都心整備課です。 
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 取得いたしました場所ですが、西区域の中央一丁目２の５で、Ｔｏｋｙｏ Ｏｎｅ 日本語

学校がある左側の土地となります。買収する街区の北側の角となっております。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 向後委員。 

○委員（向後保雄君） 日本語学校を正面に見て、左側ということですか。 

○主査（松坂吉則君） 都心整備課長。 

○都心整備課長 正面に見ますと、右側になります。 

○委員（向後保雄君） 分かりました。 

 それで、令和４年度までに、今後の事業の予定というのは、2026年、開府900年を迎える中

で、あと３年しかないので、今後どういうように進めていくのか、教えてください。 

○主査（松坂吉則君） 都心整備課長。 

○都心整備課長 まず、用地買収のほうでございますけれども、用地買収につきましては、令

和５年度以降に、残り、あと約1,732平米の用地買収が必要となります。この用地買収は、引

き続き進めてまいります。用地買収と併せまして、空いてきたところについては、公園の整備

というのを進めまして、開府900年に向けて整備は進めてまいります。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 向後委員。 

○委員（向後保雄君） 分かりました。あと1,732平米と、今、答弁がありましたけれども、

それだけ多く、まだ取得しなきゃならないものがあるという認識をしました。 

 そうすると、令和４年度までの累計で、始まってから４年度までで、もうちょっと聞きたい

んですけれども、今まではトータルで何平米取得したんですか。 

○主査（松坂吉則君） 都心整備課長。 

○都心整備課長 複数年契約もございますので、契約ベースということで申し上げますけれど

も、令和４年度末の契約ベースで825.38平米取得しております。進捗率で申しますと、約32％

となっております。 

○主査（松坂吉則君） 向後委員。 

○委員（向後保雄君） 分かりました。今まで取得したのが800平米ちょっとなので、これか

ら取得するのが、その倍以上あるということなんだよね。この３年の中で、何かちょっと心配

だな、進められるのかなというところがありますので、何とか努力していただいて、900年ま

でにきちんと完成するように、完了するようにしていただきたいと思います。 

 それで、ここに書かれている通町公園の再整備に係る公園再整備計画修正業務委託というの

があるんですけれども、この内容について教えてください。 

○主査（松坂吉則君） 都心整備課長。 

○都心整備課長 都心整備課です。 

 平成29年度に策定いたしました通町公園の公園再整備基本計画では、千葉公園前の東区域を

和風庭園として整備する方針としておりました。令和４年度に、千葉市中心市街地まちづくり

協議会や自治会などと意見交換を実施しながら、再整備計画の一部を修正しておるところです。 

 主な修正点でございますけれども、当初、東区域に池の整備を計画しておりましたが、維持

管理や公園利活用の面から、これをなくし、千葉神社と東区域を調和した雰囲気といたしまし
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て、憩いが両立するこもれびのある落ち着いた空間づくりとなる計画案としております。令和

５年度に、当初計画案を踏まえながら、引き続き、千葉市中心市街地まちづくり協議会や自治

会などと意見交換を行いながら、基本設計を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 向後委員。 

○委員（向後保雄君） それでは、そうしたら、最後に、もう一点だけ伺いたいんですけれど

も、関連ということで、今、千葉神社の鳥居がぶっ壊されて、聞くところによると、方向を変

えて造り直すということなんですけれども、これは市の予算でやっているんですか。 

○主査（松坂吉則君） 都心整備課長。 

○都心整備課長 都心整備課です。 

 今、神社のほうで、神社の費用で鳥居については建て替えのほうを行っております。今、国

道側からの出入りのみとなっていたんですけれども、公園側からも入れるようにということで、

建て直しということを行っているということで千葉神社からは聞いております。 

○主査（松坂吉則君） 向後委員。 

○委員（向後保雄君） 分かりました。では、神社のお金でということは理解しました。 

 いずれにしましても、開府900年に向けて、それまでに終わるように、何とか努力をよろし

くお願いします。 

 それから、次ですけれども、211ページの19番目、新千葉２・３地区市街地再開発について

です。 

 これの建築事業費、工事費の一部助成ということですけれども、この内容について教えてく

ださい。 

○主査（松坂吉則君） 市街地整備課長。 

○市街地整備課長 市街地整備課です。 

 令和４年度の助成内容につきましては、建築物内の駐輪施設、それから外構工事、それから

ペデストリアンデッキ、こういった工事などが対象になっております。 

 以上です。 

○主査（松坂吉則君） 向後委員。 

○委員（向後保雄君） 分かりました。さっき、ほかの委員が質問した17番目のやつと大体似

たような形ですね。理解しました。 

 次の、東口地区市街地再開発についても、同じように、この助成の内容を教えてください。 

○主査（松坂吉則君） 市街地整備課長。 

○市街地整備課長 市街地整備課です。 

 令和４年度につきましては、建築物内の駐輪施設工事、こういったものについて助成をして

おります。 

 以上です。 

○主査（松坂吉則君） 向後委員。 

○委員（向後保雄君） 分かりました。 

 そうしたら、次、先ほど飛ばしましたけれども、18番目の土地区画整理事業未施行地区にお

ける再整備の検討というところなんですけれども、もともと23の土地区画整理事業、寒川第一

というのがありますけれども、ここの寒川第一地区と東幕張地区のそれぞれの進捗状況を教え
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てください。 

○主査（松坂吉則君） 市街地整備課長。 

○市街地整備課長 市街地整備課です。 

それでは、寒川第一地区について、令和４年度の進捗率につきましては、まず、道路整備率

については47.8％、建物移転率につきましては85.9％、それから事業費ベースにつきましては

77.9％になっております。 

 次に、東幕張地区につきましては、道路整備率について53.3％、建物移転について68.6％、

事業費ベースで66.0％になっております。 

 以上です。 

○主査（松坂吉則君） 向後委員。 

○委員（向後保雄君） それと、特別会計のほうの検見川・稲毛地区のほうも教えてください。 

○主査（松坂吉則君） 市街地整備課長。 

○市街地整備課長 市街地整備課です。 

 検見川・稲毛地区につきましては、令和４年度の進捗率は、道路整備率につきましては

58.2％、建物移転につきましては65.2％、事業費ベースにつきましては68.2％となっておりま

す。 

 以上です。 

○主査（松坂吉則君） 向後委員。 

○委員（向後保雄君） そうすると、それぞれちょっと進捗率に差がありますけれども、それ

ぞれ、寒川第一直、東幕張地区、そして検見川・稲毛地区、終わるのはいつ頃の予定なんです

か。 

○主査（松坂吉則君） 市街地整備課長。 

○市街地整備課長 市街地整備課でございます。 

 寒川第一地区につきましては、現在の予定では令和15年度末を予定しております。次に、東

幕張地区につきましては、令和22年度末、検見川・稲毛地区につきましては、令和26年度末を

予定しております。これは、清算期間を含んだ事業期間となっております。 

○主査（松坂吉則君） 向後委員。 

○委員（向後保雄君） 精算期間を含んだという意味を教えてください。 

○主査（松坂吉則君） 市街地整備課長。 

○市街地整備課長 市街地整備課です。 

 清算期間というのは、換地処分が終わって、その後、従前地と、換地、新しく終わったとこ

ろの評価の差が出ますので、それについて、地区内の是正という形で清算金の処理が出てきま

す。取ったり取られたりというか、精算金の徴収、交付という形が出てきます。その期間が５

年を要しておりますので、それを含めた形で施行期間という形になっております。 

○主査（松坂吉則君） 向後委員。 

○委員（向後保雄君） 分かりました。 

 いずれにしても、そういう清算期間を入れないとしても、５年前ということになると、例え

ば、寒川第一地区は10年、東幕張地区が17年ですかね。それから、検見川・稲毛地区も令和21

年ということで、まだまだ大分先の話になるわけですよね。 
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 その辺を事前にお聞きした上で、18番の土地区画整理事業未施行地区における整備手法の検

討というのがあるんですけれども、特に私の中央区でいうと、寒川第一地区については、令和

10年、最後の終息までいくと15年ということですけれども、それを考えると、非常にまだまだ

先の話ではあるんですけれども、終わった後、寒川２丁目だとか、その先の３丁目だとか、そ

こまでやるのかどうかというのを、検討事項の中にそういったものは検討したでしょうか。 

 その辺、地元からは、町会長とかの話だと、やっぱりぜひやってもらいたいんだという気持

ちがあるようですよ。そんな思いがあるので、ちょっとお話を伺いたいんですけれども。 

○主査（松坂吉則君） 市街地整備課長。 

○市街地整備課長 市街地整備課です。 

 今回の検討内容、未施行地区における整備手法の検討ということで今回やらせていただいた

んですけれども、この内容につきましては、まずは、長期にわたる、事業化されていない未施

行地区、先ほど市議が言われたとおり、隣接する地区などもそうなんですけれども、そういっ

たものについては、都市計画決定時と現在では社会情勢や周辺状況が大きく変化していること

から、今回の委託で、現在の市街地環境の課題を整理して類型化しておりました。また、現時

点では、施行中、先ほどの３地区の部分について、現時点では早期完了を目指しております。 

 そういったことから、新たな新規地区につきましては、非常に実施が困難と考えておりまし

て、区画整理事業以外に、区画整理事業に代わる基幹整備の方策を同時に検討しているところ

です。 

 以上です。 

○主査（松坂吉則君） 向後委員。 

○委員（向後保雄君） ちょっと分かったような分からないような感じなんだけれども、やら

ないということなのかなと思うんだけれども、ただ、地元の住民、当然、市民の意見はいろい

ろ聞いて、その意見に対して、ちゃんと答えなければいけないので、我々としては、何とか同

じようにやってよという思いがあると理解しているんですよ。だから、今後、ぜひ地元の意見

を聞いていただいて、当然、金もかかるし、時間もかかるでしょう。今生きている人たちが死

んでからの話というか、亡くなってしまった後でもまだ終わらないというような状況かもしれ

ないけれども、やはり市民の意見をきちんと聞くことが大事だと思うので、ぜひ、そこはよろ

しくお願いしたいと思います。ぜひやってよという思いを我々は受けているのでね。 

 それはそれぐらいにしまして、次に、都市安全課の25の空家対策のところなんですけれども、

私は、この間、所管事務調査の報告は受けているけれども、何か空家の状況が把握されていな

いような、そんな印象があるんですよ。今後、どのように調査をしていくのか、まず、そこを

一つ伺いたいです。 

○主査（松坂吉則君） 都市安全課長。 

○都市安全課長 都市安全課でございます。 

 本市では、基本的に、国が５年ごとに実施しております住宅・土地統計調査に基づきまして、

本市全域の空家数などを把握しているところでございます。また、市民や地域から寄せられま

した管理不全な空家などにつきましては、職員が現地を調査するとともに、所有者等に対しま

して、空家法に基づく情報提供や行政指導を行うために、不動産登記情報、あるいは住民票情

報などを活用いたしまして、所有者等の調査を行っているところでございます。 

 本年10月には、この住宅・土地統計調査が予定されておりますので、今後は、その調査結果
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を踏まえながら、空家等実態調査の実施につきまして検討してまいりたいと考えております。 

○主査（松坂吉則君） 向後委員。 

○委員（向後保雄君） この都市建設委員会としての今年のテーマというのは、空家対策なの

で、特に、ここについては十分な予算を取っていただいて、今後の話ですけれども、進めてい

ただきたいのと、それから、実際に住宅・土地統計調査というのが10月にあると言いますけれ

ども、聞くところによると、いわゆる、この地域を調査したものを広げていくような手法らし

いですよ。そうすると、実際と大分かけ離れるんじゃないかなという気がするので、そういう

思いがありますよ。だから、どうやったら実態を把握できるのかということを、我々も委員会

として、これから視察も行きますし、しっかりと意見を言っていきたいと思いますけれども、

ぜひとも、しっかりとした調査をしていただくことを要望したいと思います。 

 詳細な調査をしないと、対策も練れないし、空家をそのままにしておいたら困るので、ごみ

屋敷になったりだとか、そういうこともあるし、やはり市民からの、自治会長だとか、そうい

った人たちから情報を収集するというのが非常に大事かなと思います。そういうアンケートだ

とか、そういうのもしっかりとやったほうがいいんじゃないかなと申し上げておきたいと思い

ます。 

 それでは、次に、先ほど昼休みに、いろいろほかのうちの会派の委員からも、これを聞いて、

あれを聞いてというのを聞いたので、私が代表して質問することになりましたので、まず、ち

ょっと元へ戻りますけれども、交通政策についてです。 

 交通不便地域、先ほどほかの委員からもお話がありました高津戸の件です。 

 デマンド型タクシーという話もありましたけれども、デマンドタクシーは、当然、市のお金

で、公費でということですよね。公費を使って調査した結果、先ほどと重複するかもしれない。

もう一回同じ答えをもらうかもしれませんけれども、もう一度聞かせてもらいたいと思います

けれども、この社会実験で、当局とすると、どういう思いを持ったのか。そして、我々として

は、公費でこれを負担しているわけで、今後もずっとこれを続けていくのはどうなのかなと。

ここの地域だけでなくて、全て交通不便地域にこういうことをやっていけるのか。公費負担で

やらなければいけないということになると、大変な負担になってしまうので、その辺、当局と

して、どのように考えているのか。利用者数なども、調査の結果、把握しているのであれば、

どの程度の利用者数があったのか、その辺も含めながら教えていただきたい。 

○主査（松坂吉則君） 交通政策課長。 

○交通政策課長 交通政策課でございます。 

 まず、利用者数の各数字のほうを先に申し上げたいと思います。 

 ７月までの利用者数、延べで150名となっておりまして、利用には事前登録が必要になるん

ですけれども、この事前登録者は約240名となっているところでございます。 

 今回、高津戸町をモデル地域に取組のほうをさせていただいておりますけれども、もともと

は地域公共交通計画という計画を我々のほうで策定させていただきまして、その中で、公共交

通不便地域があるというところを公表いたしております。公共交通がありませんので、そのあ

たりの移動手段というのをどうしたらいいのだろうかというところを検討しようということで、

高津戸町をモデルに、様々な取組をやっていきたいというところで、地元の皆様と意見交換な

どをやらせていただいているところがございます。 
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 先ほどもちょっと述べさせていただきましたが、高津戸町におきましては、非常に狭い道が

あるというところと、あとは、地元のほうに移動販売も来ているというところがありますので、

そことの競合は避けたいということで、今回のような週２日の運行で、デマンド型タクシーの

運行というところになってございます。 

 公共交通不便地域は、高津戸町以外にもございますので、その全てにおいてデマンド型タク

シーを導入するかというところの結論には、まだ至っておりませんで、そもそもデマンド型タ

クシーを運行した場合に、委員のおっしゃるような、どのような公費負担が出るのか、利用者

がどのぐらいになるのか、そのあたりのデータを取りたいという思いがありまして、今回、３

月から約１年間にわたる社会実験のほうをやらせていただいているところがございます。 

 ７月に、イベントのほうで半額イベントなどもやらせていただきましたけれども、その結果

などを受けて、また、運行の計画なども見直していくこともありますので、社会実験が今年度

末で終わるかどうかというところも、まだ不透明なところはございますが、この結果を踏まえ

まして、それぞれの地域に合った公共交通不便地域での移動手段というものは、多様な手段を

考えていきたいと考えているところがございます。 

 デマンドタクシー以外にも、例えば、民間の企業のバスが走っているところがあれば、そち

らを利用させていただくのか、もしくはタクシー券のようなものをお配りするのか、地元の協

働の助け合いの送迎みたいなものをするのか、まだ、どのあたりの部分を採用するのかは分か

らないところがございますが、今回の実験結果を一つの検討材料としたいというところで、高

津戸の取組のほうをさせていただいているところがございます。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 向後委員。 

○委員（向後保雄君） 分かりました。グリスロの話もあるし、様々、交通不便地域の救い方

というのはあると思うので、今後も情報提供をしていただいて、地域の要望がどういう要望な

のかをしっかりと把握してもらって、それぞれの地域に合ったものを提供していただきたいと

いうことを申し上げて、次にいきます。 

 次は、モノレールなんですけれども、11にモノレール事業資産調査等業務委託というのがあ

りましたけれども、これの内容はいいんですけれども、そもそもモノレールの経営状況、建設

局のほうでレールの修繕だとか、そこは道路と一緒だという話でやっているわけですけれども、

ペンキだとか、いろいろやっていますけれども、そもそも、そういうものは入れないとして、

モノレールの経営状況というのは、単独の黒字化はできるものなのか、どういう考えでいるの

か。これは、局長の意見、どう考えているのかを聞きたいと思う。黒字化ができるのか。 

○主査（松坂吉則君） 都市局長。 

○都市局長 モノレールの黒字化のお話なんですけれども、経営としては、いわゆる単年で見

ると黒字の場合もございます。ただ、ほかの委員にも御答弁させていただきましたように、や

はりモノレールが走り始めて、経年がありますので、その設備更新等にはかなりの額を負担し

ていかなければならない。そうした中で、我々は、公共交通、基幹交通として、骨格交通とし

てモノレールを位置づけておりますので、そうすると、一定の公費の負担というのは我々とし

てもしていくことになるんだろうと思っています。 

 ただ、あくまで、いかに使われるか、これはモノレール株式会社もしっかり考えなければい

けないですし、我々もそれを支援しながら、乗る人を増やして、可能な限り公費の負担を薄め
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ながら支援をしていく。その中で、骨格交通として経営を安定していただくことを目指してま

いりたいと思っております。 

○主査（松坂吉則君） 向後委員。 

○委員（向後保雄君） 全てモノレールが負担するとすると、いろいろなものの整備までやる

となると、確かに、それは黒字は無理だと思いますよ。ただ、現状でも、黒字であったり、マ

イナスのときもあったり、車両も入れ替えなければいけないこともあるし、非常に大変な事業

だと思いますけれども、やっぱり公共交通としての役割は重要だと思うし、そもそも、ぐるっ

と回る予定だったのが、途中で、当時の熊谷市長の判断で凍結、あるいは中止になってしまっ

たので、そこからもう後戻りができない状態なんだけれども、これはやっぱり環状線というの

が本当に必要であったと思いますけれども、これは、今となってはできない状態なので、今後、

どうやって黒字化していくかというのは、我々も一生懸命応援しなければいけないと思います

けれども、ぜひ単独黒字を目指していただきたいと思います。いろいろ収入を得るものは、プ

リントしたり、いろいろあるでしょうから、その辺も含めて応援をしたいと思いますので、よ

ろしくお願い申し上げます。 

 それから、身近な公園のというやつで、便器の改修があるじゃないですか、洋式への。公園

のほうで聞きますけれども、1,880万円ぐらいの決算なんですけれども、37基で1,880万円とい

うと、１か所50万円ぐらいなんですよね。これは、どうなんでしょうか。適切な値段なのか、

その意見を聞きたいと思う。 

○主査（松坂吉則君） 公園管理課長。 

○公園管理課長 公園管理課でございます。 

 公園の便器は、今、和式が多いわけでございますが、和式にもいろいろタイプがございまし

て、１段コンクリートで上がったところに便器があるものですとか、単純に床にあるものです

とかがございまして、改修する際に、そういったコンクリートを一回剥がして平らにして、も

う一回据え直すですとか、あと、水を流すタンクがあるんですが、和式の場合はロータンクと

いうもので対応していて、便器を置きますと、上に上げなければいけない。ハイタンクにしな

ければいけないですとか、あと、扉が、和式だと内側に開くけれども、今度、洋式にすると、

つかえてしまいますので、表向きに変えなければいけないですとか、いろいろパターンがござ

います。 

 ですので、そういった画一的ではないものを改修していくということでございますので、平

均すると50万円程度というところでございますので、状況に応じて、適正に執行していると考

えております。 

○主査（松坂吉則君） 向後委員。 

○委員（向後保雄君） 分かりました。そう言われると、ああ、そうなのかと思わざるを得な

くなってしまうんだけれども、適正な価格でやっていただきたいという気持ちはあります。 

 それから、今度、同じく公園のほうなんですけれども、稲毛海浜公園のリニューアルだとか、

あと、その上の千葉公園の再整備のところで、当然、民間にお願いをしてやってもらっている

わけですけれども、例えば、どこかで民間がやった、例えば、３年後とか、５年後とか、きち

んとそれを評価というのはしていくんですか。 

○主査（松坂吉則君） 緑政課長。 
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○緑政課長 緑政課でございます。 

 民活事業におきましては、やはりにぎわい創出ですとか、民間の英知を先行的に投資してい

ただくという形で、にぎわいづくりをやっていく状況でございますので、そこには、やはり建

設負担金を投資したりという状況もございますので、おおむね５年ぐらい目途に、ＫＰＩ的な

目標指標も設定しながら検証を図っていくというのが、今後の取組になっていくというふうに

認識しております。 

 以上でございます。 

○主査（松坂吉則君） 向後委員。 

○委員（向後保雄君） やっぱりそういう評価は非常に大事なので、今後、５年ごとという話

がありましたので、しっかりと報告を、我々にも報告いただきたいと思います。どういう状況

になっているのか。千葉公園も、これから拓匠がやって、いろいろ変わってくるんでしょうけ

れども、果たして人がにぎわうようになってくれるのか、我々も期待したいところですけれど

も、そこは工藤さんの発想に期待するしかないかなと思います。とにかく評価をきちんとして

いただくということを要望しておきたいと思います。 

 それから、結婚新生活支援についてですけれども、令和４年度決算でどうかということは分

からないんだけれども、当時からあったのかどうか、例のパートナーシップの件、その後、何

か市民から苦情とか、そういうものがあったのか、関連で情報をいただきたいんですけれども。 

○主査（松坂吉則君） 住宅政策課長。 

○住宅政策課長 結婚新生活支援事業をパートナーシップの方も支給していることについて、

前回の第２回定例会で陳情がありましたが、その後は、その件で、特に市民の方からの御意見

等は、我々のほうには来ておらない状況でございます。 

○主査（松坂吉則君） 向後委員。 

○委員（向後保雄君） そうですか。分かりました。我々国民というか、自民党としては、憲

法上、同性婚は認められていないので、パートナーシップを否定するわけではないですけれど

も、慎重に扱わなければいけないと思います。ＬＧＢＴの今回の国会で通った法案についても、

いろいろな意見がありますよね。これはちょっと別なので、それぐらいにしておきますけれど

も、そういうことで、今後も注視していきたいと思います。見ていきたいと思います。 

 それから、これは意見ということで言わしてもらうと、市営住宅は、民間もこれだけ空家が

出ているような状況の中で、市民、先ほどのウクライナの人たちとか、そういった人たちのた

めのものというのも必要なのは分かるんですけれども、今後、市営住宅の、我々としては、そ

ろそろこの役割も終わってきたんじゃないかなという思いもあるんだけれども、全てなくせと

いう意味ではなくて、少し縮小していくというつもりはないのか、そこだけ聞かせてください。 

○主査（松坂吉則君） 建築部長。 

○建築部長 建築部でございます。 

 今の現市営住宅長寿命化計画でも、既に管理戸数を減らしております。将来的にも人口減少

が見込まれておりますので、減らしていく方向は、方向性としては、そういった方向で考えて

おります。 

 以上です。 

○主査（松坂吉則君） 向後委員。 

○委員（向後保雄君） 分かりました。では、それはそれで、そのように対応してもらえれば
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と思います。 

 最後に、動物公園です。 

 動物公園も、決算を見ると、いわゆる収入、公園としての入場料だとか、そういった収入が

３億円ちょっとぐらいだったかな。全体の事業費の４分の１ぐらいですよ。これは、せめて半

分までいくとか、それぐらいにはしていただきたいと思うので、単独黒字化はなかなか難しい。

やっぱり一般会計からの繰り出しとか、そういうのもやむを得ないかなと思いますけれども、

やはりもっと、チーターも走るようになったし、あるいは入場料も少し上げられるようなイベ

ントというか、事業的な、そういったものも必要なんじゃないかなと思うので、ぜひ動物公園

の経営は、旭川みたいに９割以上、90％以上の、支出に対する収入がね。そういったところも

ありますけれども、そこまでいかなくても、半分ぐらいにはなってもらいたいと思うので、今、

計算すると４分の１ぐらいですから、ぜひ努力をしていただきたいと思います。 

 いろいろな努力をね。いろいろ設備を投入したりなんかしています。当然、ライオンも来た

し、チーターもいるし、ハイエナもいるし、レッサーパンダもいるし、いろいろ特徴はあるで

しょうから、亜熱帯の例の今回の予算もつけているわけですから、ぜひ多くの皆さんに来ても

らって、子供たちに来てもらって、ちゃんと、せめて半分ぐらいを目標に頑張っていただきた

いと。いろいろな面で我々も応援しますけれども、ぜひ、そういった要望を言わせていただい

て、私からの質問を終わりたいと思います。 

 以上です。 

○主査（松坂吉則君） ほかに、守屋委員。 

○委員（守屋 聡君） パートナーシップのところで確認したいんですけれども、向後委員が、

今、同性婚とおっしゃったんですけれども、パートナーシップなら男女でもパートナーシップ

はありますよね。そういう解釈でいいんですか。 

○主査（松坂吉則君） 住宅政策課長。 

○住宅政策課長 本市のパートナーシップ制度につきましては、異性へのパートナーシップ宣

誓も可能ということになっております。 

○主査（松坂吉則君） 守屋委員。 

○委員（守屋 聡君） ありがとうございました。 

○主査（松坂吉則君） それでは、終わりにします。 

 この後、指摘要望事項をまとめるので、都市部の方は御退室願います。よろしくお願いしま

す。 

［都市局退室］ 

 

指摘要望事項の協議 

○主査（松坂吉則君） 指摘要望事項の協議ですけれども、分科会で２つなので、今日ので１

つ、月曜日ので１つということなんです。都市局マターのもので１つなんですけれども、多く

議論が出ていたのは、動物園と、地域交通と、あとは空家を言った人が少しいるぐらいかなと

いう感じですけれども、まずは都市分で、今日の１つなんですけれども。吉川委員。 

○委員（吉川英二君） 本当は複数出せればいいんでしょうけれども、１つということであれ

ば、私もさっき質問させてもらいましたけれども、公共交通不便地域で、これに関しては、実
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証実験をやっているということもありますし、2024年問題で、昨日もテレビで都心の京急バス

とかをやっていましたけれども、都心だけではなくて、地方も含めての問題でもあると思って

います。 

 千葉市においては、政令指定都市なので、ほかの都市と比べるというのもありますけれども、

ただ、千葉市に関しては、札幌市ですとか、京都市、福岡市みたいに、いわゆる交通局を持っ

ていない。持っているからいいというわけではなくて、持っているから大変という実情もある

と思うんですけれども、そういうものを持っていない中で、今、こういう実証実験を行ってい

る。緑区でもやっていますけれども、緑区だけの問題ではなくて、今後大きく関わってくる中

で、取り上げるべきかなというふうに思っております。 

○主査（松坂吉則君） これは、公費でやってくださいという会派と、このまま公費でずっと

やれるのかという会派がある。反してしまっているんですよ、今の段階では多分、議論的には。

反してしまっている部分は、どうするのか。たしか、これは基準があって。（「書きぶりが難

しくなる」と呼ぶ者あり）そうです。みんなが同じ方向性ならば書きやすいんですけれども、

佐々木委員とか、こちらで発言された方は、公費をぶち込んででも、ずっとやっていくべきだ

と考えているのか、ちゃんと調査結果をしっかりと踏まえた上で、公費をこれから出していく

のかということも踏まえて、どうするのかという考え方があると思うんです。小松﨑委員。 

○委員（小松﨑文嘉君） このままいくと、公共交通を維持できない上において、そういう新

形態のものもやってほしいというだけだよね。それは書けるんだけれども、その先のところの

枝分かれが難しいと思う。 

○主査（松坂吉則君） いろいろな地域で交通不便地域が出てきてしまって、みんな公費をぶ

ち込んでいったら、それはもうどうにもならない状態になってしまうので。だから、指摘する

のであるとすると。……白鳥委員。 

○委員（白鳥誠君） 細かい何とかと、ここに書いてあるデマンドタクシーをやってくれとか

ではなくて、交通不便地域対策を有効に進めてくれということですよね。（「そういうことで

す」と呼ぶ者あり） 

○主査（松坂吉則君） それだったら、全然問題ないですよね。 

 では、それをちょっと工夫しながら、つくってみますか。小松﨑委員。 

○委員（小松﨑文嘉君） 相反しないように書くしかない。それは、何かもう一点のほうを取

るのか、どっちかだということだよね。（「地域に即したということでしょう」と呼ぶ者あり） 

○主査（松坂吉則君） 石橋委員。 

○委員（石橋毅君） 過疎も含めて、公共交通機関をおおむね見直してもらうということで、 

だから、絞らないで、千葉市の中の足の不便な地域、そういうもの全部やったのを出してもら

うというようなことです。デマンドタクシーだとか、グリーンスローモビリティだとか、モノ

レールだとか、交通機関を持っていないんだから、千葉市は。あくまでも他の企業に依頼をし

ながら、財政負担を少なくして、それで高齢者が出歩ける体制づくりをしてもらうような交通

体制を敷いてもらうように行政に対して働きかけるということで。 

○主査（松坂吉則君） 小松﨑委員。 

○委員（小松﨑文嘉君） 私は、今日、意見としては、相席ボランティアを前にこの委員会で

見に行ったんだよね。我孫子市に見に行って、我孫子市の工場とか、中央学院大学とかで、バ

スを空いている時間に提供しますから、どうぞ乗ってくださいみたいな。（「朝の送迎バス」
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「企業のやつですか」と呼ぶ者あり）そうそう。 

○主査（松坂吉則君） あらゆる手段を講じて、公共交通機関の不便地域に対する対策を、あ

らゆる手段を講じてやってもらいたいという感じでいいですか。桜井副委員長。 

○副主査（桜井秀夫君） かなりざっくばらん的な話でいいですか。 

 もしかしたら、そういった意味では、現存の、現在ある交通網の維持のためにも、運転手の

確保の養成みたいな意見も出ていたので、もしかしたら、それも入れ込んで、現状の確保も含

めて、減便を何とか防ぎましょうということを含めて、地域公共交通を何とか支えていきまし

ょうよと。公費をぶっ込む、公費だけでは危ないだろう、間を取って、そこで国費を何とか持

ち込めよという、いろいろなのは、あまりそこは触れずにというところの。 

○主査（松坂吉則君） そこでうまくまとめこめばいいですかね。小松﨑委員。 

○委員（小松﨑文嘉君） 公共交通を何とかしろという話だよね、大まかに言うと。 

○主査（松坂吉則君） では、素案をつくってみますので。（「お願いします」と呼ぶ者あり）

素案は次の月曜日にお見せするという形で。 

 月曜日は建設局のほうなので、また、それも何となく考えておいてもらって、では、それで

いきましょう。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○主査（松坂吉則君） それでは、正副でつくってみますので、また月曜日にお見せします。 

 それでは、次の日程は25日月曜日10時ということなので、お忘れなきよう、よろしくお願い

します。ありがとうございました。 

 

午後２時７分散会 

 

 


